
習志野市教育委員会第１１回定例会 

 

日時：令和６年１１月２０日(水)１３時３０分 

場所：市庁舎３階大会議室          

 

日  程                                                          審議順 

１ 会議録の承認                                                    （予定） 

                                                                              

２ 報告事項 

※（１） 令和６年度教育費予算案（１２月補正）について （教育総務課）  ３ 

※（２） 令和６年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく感謝状

の授与について 

（教育総務課）  ４ 

 

３ 議決事項 

※議案第３５号 令和６年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰

について 

（教育総務課）  ５ 

 

４ 協議事項 

※協議第１号 令和７年度習志野市教育行政方針（素案）について （教育総務課）   ６ 

※協議第２号 令和７年度教育費当初予算案について （教育総務課）   ７ 

協議第３号 （仮称）習志野市こども計画（案）について （学務課）   １ 

協議第４号 次回教育委員会定例会の期日について 

令和６年１２月２５日（水）午後１時３０分 

   ２ 

 

５ その他 

  

 

※は非公開の見込み 



令和６年習志野市教育委員会第１１回定例会 議題概要 

【報告事項（１）及び（２）並びに議案第３５号、協議第１号及び第２号については非公開の見込み】 

 

報告事項（１）【非公開予定】 

令和６年度教育費予算案（１２月補正）について 

・令和６年度教育費予算案（１２月補正）について、報告するものです。 

報告事項（２）【非公開予定】 

令和６年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく感謝状の授与について 

・習志野市教育委員会顕彰規程第６条第２項に基づき、感謝状を授与することについて、報告するもので

す。 

議案第３５号【非公開予定】 

令和６年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰について 

・習志野市教育委員会顕彰規程第６条第１項の規定により、令和６年度表彰状を授与するものを決定す

るものです。 

協議第１号【非公開予定】 

令和７年度習志野市教育行政方針（素案）について 

・令和７年度習志野市教育行政方針（素案）を定めるため、協議するものです。 

協議第２号【非公開予定】 

令和７年度教育費当初予算案について 

・令和７年度予算編成にあたり、取り組む事業等について、協議するものです。  

協議第３号 

（仮称）習志野市こども計画（案）について 

・（仮称）習志野市こども計画（案）について、協議するものです。 



 

 

報 告 事 項（１） 

 

令和６年度教育費予算案（１２月補正）について 

 

 

令和６年度教育費予算案（１２月補正）について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和６年１１月２０日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



報告第１号

（１）歳出概要及び財源内訳 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地 方 債 その他の財源 一般財源

1 25,923 10,806 0 0 0 0 10,806

2 43,143 18,167 0 0 0 0 18,167

69,066 28,973 0 0 0 0 28,973

令和６年度教育費予算案（１２月補正）について

令　和　６  年  度  教  育  費  予  算　案  （　１２　月　補　正　）  説  明  書

No． 款・項・目 事　　　　業　　　　名 事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等
補正額

（確定額）

給食センター賄材料費

近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養教諭・栄養士の献
立の工夫等により、これまで適切な栄養摂取のできるおいしい給食を提供し
てきた。しかしながら、物価高騰が長引く中、本年10月からさらに米の価格が
大幅に上昇し、これ以上の献立の工夫による給食の栄養量の維持が困難と
なったことから、賄材料費の増額補正をするものである。

事　業　費
（申入れ額）

財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　

１０．７．４
（給食センター）

合　　　　　　　　　　計

１０．７．５
（保健体育安全課）

単独校給食賄材料費

近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養教諭・栄養士の献
立の工夫等により、これまで適切な栄養摂取のできるおいしい給食を提供し
てきた。しかしながら、物価高騰が長引く中、本年10月からさらに米の価格が
大幅に上昇し、これ以上の献立の工夫による給食の栄養量の維持が困難と
なったことから、賄材料費の増額補正をするものである。
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協 議 第 １ 号 

 

令和７年度習志野市教育行政方針（素案）について 

 

 

令和７年度習志野市教育行政方針（素案）について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和６年１１月２０日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



　

習志野市教育委員会では、令和2年3月に「豊かな人間性と優れた創造性を育む 習志野の人

づくり」を基本目標とする「習志野市教育振興基本計画(令和2年度～令和7年度)」を策定いたし

ました。

基本目標の実現に向けた４つの【政策】及び１８の【基本方針】に基づき、学校・家庭・地域社会

が連携・協働して、子どもたちの「生きる力」を育むとともに、すべての世代の市民が夢をもって学習

令和7年度 習志野市教育行政方針(素案）

「習志野市教育振興基本計画」における

４つの【政策】 及び １８の【基本方針】

【政策Ⅰ 未来をひらく教育の推進 】

〔幼児教育の向上〕

基本方針 １ 生きる力の基礎を育む幼児教育の向上

２ 子育て・子育ち支援の充実
〔学校教育の向上〕

基本方針 ３ 信頼を築く習志野教育の進展

４ 子どもの生きる力を育む教育の充実

５ 子どもを未来につなげる教育の展開

６ 魅力ある市立高校づくり

【政策Ⅱ 生涯にわたる学びの推進】

【政策Ⅲ 学校・家庭・地域社会の連携による教育の推進】
基本方針 １２ 家庭教育力の向上

１３ 地域に開かれた学校づくり

１４ 地域ぐるみで子どもを見守る仕組みづくり

【政策Ⅳ 教育環境・学習条件の整備】

基本方針 １５ 安全で潤いのある学校環境の整備

１６ 社会教育施設の再編・整備

１７ 健康・体力を育むスポーツ施設の整備

１８ 教育行政の効率的・効果的な展開

基本方針 ７ 生涯学習推進のまち習志野の推進

８ 芸術・文化活動の振興

９ 文化財の保存と活用

１０ 青少年健全育成の推進

１１ 「する」「みる」「支える」スポーツの推進
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

1

① こども保育課

○ 主体性を育てる計画的で創意工夫のある環境づくりに努めます。

○ 幼稚園教育要領等を踏まえ、次代の要請に応じた教育・保育を推進します。

② こども保育課

○ 発達の特性を踏まえ、見通しをもった指導計画の実践・見直し・改善に取り組みます。

③ こども保育課

○ 豊かな自然環境の中で幼児がさまざまな事象に興味や関心をもち、充実感を味わえる教
育活動を行います。

④ こども保育課

○ 絵本の読み聞かせ、図書館との交流、ボランティアによるお話会等を通して、幼児期にお
ける言語環境を整え、豊かな感性や言語表現能力を育てます。

⑤ こども保育課

○ 職務別研修、保育実践研修、新任者研修、幼保合同特別研修等を計画的に実施します。

○ 各園の研究テーマに向けて園内研究や公開研究会を実施し、よりよい指導方法を学び、
指導力の向上を図ります。

○ 各園の課題を踏まえた研究研修の充実のため指導主事が要請により訪問します。

○ 園内研究や研修において、ＩＣＴ活用を推進し学びの充実を図ります。

① こども保育課

○ 幼児期運動指針を踏まえ、楽しく体を動かす環境づくりや指導法の工夫に努めます。

○ 健康な心と体を育てる食育の推進や保護者との連携による基本的生活習慣の定着に努
めます。

② こども保育課

○ 幼児期にふさわしい道徳性や規範意識の芽生えを培う教育を推進します。

③ こども保育課

○ 栄養士や看護師による食育や健康教育の実施、保護者との連携による基本的生活習慣
の定着に努めます。

① こども保育課

○ 防災マニュアルの内容の見直しや改善を図り、避難訓練、防災訓練を計画的に実施しま
す。

② こども保育課

○ 訓練や日々の生活を通して、危険予知、危険回避が身につくように、幼児が理解できる安
全教育を実施します。

令和7年度　習志野市教育行政方針
  「令和7年度　習志野市教育行政方針」は「習志野市教育振興基本計画（令和2年度～令和7年度）」の年次計画
に相当し、令和7年度における重点を示すものです。（○は継続、◎は新規）

政
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進

(１)社会の変化に対応した幼児教育の推進　【施策番号1】

　

生

き

る

力

の

基

礎

を

育

む

幼

児

教

育

の

向

上

主体性を育む教育課程を編成します。

幼児一人一人の発達と理解に基づいた教育活動を展開します。

体験を重視した教育活動を行います。

言葉による思いの伝え合いを重視した教育活動を行います。

幼稚園教員の資質向上を目指した研修を推進します。

(２)「健康な心と体」を育てる教育の推進　【施策番号2】

健康な心と体を育む身体活動を推進します。

自他を思いやり、命を大切にする人権教育の充実を図ります。

自分の健康に対する意識をもたせる健康教育の充実を図ります。

安全教育を推進します。

安全管理を推進します。

(３)幼児の安全・安心を守る教育の推進　【施策番号3】
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

1

① こども保育課

○ 特別な支援を要する幼児を含む学級の教育・保育の質的向上を図るため、こども保育課
職員と臨床心理士による訪問支援を実施します。

② こども保育課

○ 特別支援教育コーディネーターを中心に幼児の困り感や対応及び学級運営や環境につ
いて学び、支援の強化に努めます。

○ 就学及び特別支援に関する研修や、相談活動の充実と保護者支援に努めます。

① こども保育課

○ 各地域における幼保こ小の連携の一層の推進に努めます。 指導課

○ 幼保こ小相互の教育・保育に生かす研修会の充実に努めます。

○ 小学校への円滑な接続に向けて、スタートカリキュラムの事例作成を行うとともに、習志野
市接続期カリキュラムの見直しを行います。

2

① こども保育課

○ 幼児の変化や保護者の様子から、虐待等の兆候の早期発見に努め、関係機関と連携を
図ります。

○ 地域のボランティアとの連携により「子育てふれあい広場」や園独自の施設開放の充実を
図り、情報発信や育児相談等、地域の子育て支援を支えます。

② こども保育課

○ 長期休業中を含めた預かり保育の実施を継続し、保護者のニーズにこたえていくととも
に、幼児の一日の生活の流れに配慮し、安定した豊かな時間を過ごせるように環境の工
夫に努めます。

① こども保育課

○ 地域の行事に参加することで地域を知り、地域に根ざした園経営に努めます。

○ 家庭、地域に信頼される幼稚園運営に向けて、関係者による評価を教育・保育の見直し・
改善に反映するように努めます。

○ 保護者連絡アプリを活用し、即時性のある情報や写真等の発信により、教育活動のさらな
る理解につながるよう、家庭への効果的な配信に努めます。

3

① 指導課

○ 児童生徒が自ら学ぶ意欲をもち、達成感や充実感を味わい、自己理解に努め、自己実現
を図れるよう、授業改善を図ります。また、教育活動の基盤である学級経営において児童
生徒理解を重点に行っていきます。

○ 教員と児童生徒や児童生徒同士の共感的人間関係を基盤に、一人一人が自己存在感
を持てる場面や、自己決定する場面のある、生徒指導の機能を生かした授業を実現しま
す。

〇 不登校児童生徒一人一人の状態を捉え、共有し、個々の状況に応じた具体的な指導・支
援ができるよう、迅速に組織で対応します。また、一人一人が自己肯定感や自己有用感を
感じることができたり、安心できたりする「居場所づくり」として校内支援センターの全校配
置を推進し、社会の中で自立して生きていくことができる力や意欲を育みます。
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策

Ⅰ
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特別支援教育の更なる充実を図ります。

関係機関との連携と研修体制の充実を図ります。

(５)幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向けた取り組みの推進【施策番号5】

幼児教育と小学校教育の円滑な接続に努めます。

(１)多様なニーズに対応した子育て支援の推進　【施策番号6】

(４)特別支援教育の推進　【施策番号4】

家庭・地域での子育て支援を推進します。

(１)いじめ・不登校の未然防止、解消に向けた取り組みの進展 　【施策番号8】

地域に根ざした園づくりを推進します。

預かり保育の内容の充実を図ります。

生徒指導の機能を生かした「わかる・できる授業」を推進します。

(２)家庭・地域との連携の強化　【施策番号7】
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

② 指導課

○ 年間生徒指導計画に基づき、教員間の共通認識を深め、具体的な指導が行われるよう生
徒指導体制の充実を図ります。

(
3
0
2

総合教育センター


○ 登校しぶり、不登校児童生徒について、来所相談、電話相談、訪問相談、適応指導教室
「フレンドあいあい」等の利用を通して本人・保護者の支援に努めます。

〇 適応指導教室「フレンドあいあい」における多様な学習機会を確保するために、学生ボラ
ンティアを配置します。

〇 適応指導教室「フレンドあいあい」等を利用した取り組みを通して、学校に登校が難しい
児童生徒の居場所づくりの充実を目指します。

○ 保護者の了承のもと、学校と連携して不登校児童生徒への対応に取り組みます。

○ 学校・家庭・地域の連携を進めるとともに、学校及び指導課・総合教育センター・子育て支
援課等の連携の充実を図ります。

◎ 学びの多様化学校を設置し、環境整備やきめ細やかな支援体制の構築を図ります。

③ 指導課

○ 年間3回の習志野市いじめアンケートを実施し、いじめを早期発見するとともに、校内いじ
め対策委員会において組織的に早期対応することを徹底します。

(
5
3

総合教育センター

○ いじめ問題対策連絡協議会を開催し、市立小・中・高等学校の児童生徒のいじめ防止等
に関係する団体の連携を図り、いじめの未然防止策や解決策等について協議し、その成
果を学校に還元します。

○ いじめ問題に適切に対応するために、法的対応に関する相談体制を整えます。子どもの人
権やいじめ問題等に識見を有する弁護士による教職員研修や児童生徒向け出張授業を
実施します。

○ いじめ防止に向けて、児童生徒間の信頼関係を築けるよう、児童生徒が中心となって行う
いじめを防止する活動を推進し、各校での実践を共有し、自校での実践に生かしていく取
り組みを進めます。

○ 心の安全・安心の確保を考え、心のアンケートの実施結果による、教育相談を学期に1回、
年3回以上実施します。また、日頃からの児童生徒の様子を注視し、躊躇なく相談ができ
る体制を作ります。また、生徒指導巡回相談員の訪問指導及び指導主事による毎学期末
の学校訪問を通じて、生徒指導上の課題協議を実施します。

○ 児童生徒、保護者、教職員等がいじめに関して安心して相談できるよう、各学校と連携し、
いじめの早期発見、早期対応ができる、充実した相談体制をつくります。また、タブレット端
末を用いた「習志野子どもホッとライン（匿名メール相談WEBアプリ）」による相談を行
い、より相談しやすい環境を継続して整えます。
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計画的・組織的な対応ができる生徒指導体制の充実を図ります。

習志野市いじめ防止基本方針に基づく施策を展開します。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

① 指導課

○ 学校全体として特別支援教育についての理解や認識が深まり、支援を必要とする児童生
徒に対して、合理的配慮の提供や学習環境等のユニバーサルデザイン化、教育的ニーズ
に応じた指導・支援体制が充実するよう、校内教育支援委員会と関係機関との連携・協
力を推進します。

総合教育センター

○ 発達や障がいに関する相談や、特別な支援を受けるための就学相談等を丁寧に行い、適
切な支援や適正な就学のために、専門的な知識等をもって相談に取り組んでいきます。

○ 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の就学や支援に関して、学校や保護者へ専門的
な助言を行えるよう、教育支援委員会の開催回数を増やすなど、機能の充実を図ります。

〇 児童生徒一人一人の障がいの特性に応じた切れ目のない支援を行うため、特別支援学
級や通級指導教室など、連続性のある多様な学びの場の充実を目指し、環境の整備につ
いて検討を進めます。

〇 社会性や豊かな人間性を育み、教科等のねらいの達成を目的とする交流及び共同学習
を実施します。また、多様性を尊重する機会とするため、共生社会の形成に向けて、個別の
指導計画を活用し、目的・意図を明確にした交流及び共同学習の取り組みを推進します。

② 指導課

○ 校内支援体制の整備や、特別支援教育コーディネーターを中心とする効果的な組織の運
用を促進します。

総合教育センター

〇 就学に関する手続きは指導課、就学相談に関しては総合教育センターで行い、保護者や
学校に対して情報提供や指導の充実を図ります。

③ 指導課

○ 学校訪問や学校との相談の機会を拡充し、学校との情報共有と連携強化に努めます。

○ 「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成状況を把握し、効果的かつ実効性
のある計画の活用を確実に進めるとともに、それぞれの計画の機能を生かして、保護者や
関係機関（子育てや福祉関係の部署）との連携を深め、児童生徒一人一人のニーズを踏
まえた指導・支援の充実を図ります。

○ デジタル教科書を配備することで、児童生徒の興味・関心・意欲を高め、デジタルの良さを
効果的に活用しながら個別最適な学びの支援を充実させていきます。

④

○ すべての教員が特別支援教育に関する専門性を高め、適切な指導・支援が行えるように
なることを目指し研修会の充実を図ります。

⑤ 指導課

○ 支援を必要とする児童・生徒の状況に応じて、適切な配置を行うとともに、特別支援教育
支援員の資質向上や教職員との連携強化に向けて、研修会の内容等の工夫に努めます。
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就学に係る校内教育支援委員会等の機能の充実を図ります。

発達障がいなどに対する支援を推進します。

（２）特別支援教育の一層の充実に向けた取り組みの進展　【施策番号9】

特別支援教育の充実を図ります。

特別支援教育の理解啓発のための研修の充実を図ります。

特別支援教育支援員の適切な配置に努めます。

総合教育センター
指導課
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

① 総合教育センター

○ 教職員の資質向上に向け、教職経験や職務に応じた研修内容の充実を図ります。 学務課

○ 教職員自らが、自主的に取り組む子どもの生きる力を育むための研修体制づくりを進め
ます。

○ 若年層教職員に対しては、教職経験５年を経るまでに、教科指導や学級づくりの基礎基
本を身に付けられるようにし、教職員としての指導力の向上を図ります。

○ 教職未経験の臨時的任用講師に対して、学習指導や生徒指導に関する指導力向上を図
ります。

② (
3

総合教育センター

○ デジタル教科書・教材による授業力の向上と学力向上のための学習方法について支援し
ます。

指導課

○ 各教科ごとに、具体的なタブレット端末の活用実践を共有し、広めます。

○ 児童生徒のニーズに対応して教育相談や特別支援教育、情報活用の能力など、学校現
場のさまざまな課題に対応できる教職員の指導力向上を推進します。

4

① 指導課

○ 自分の考えを自身の言葉で伝える資質・能力の育成を図るために、授業の振り返り等で
自分の考えを書く時間を確保したり、話し合い等で互いの意見を伝え合う活動を意図的・
計画的に取り入れたりするよう努めます。

（
2
0
6
4

総合教育センター

○ 児童生徒の実態を的確に把握し、少人数指導やティーム・ティーチングによる指導などを
工夫して、児童生徒の個に応じた指導を推進します。また、配慮を必要とする児童生徒へ
の適切な支援の推進に努めます。

○ 日本語指導教室での日本語指導や、言語・文化指導者を派遣して、日本語を母語としな

い児童生徒の困りごとに応じて言語及び学校生活への適応を支援することで、個に応じ

た指導の充実に努めます。

〇 １人１台のタブレット端末やデジタル教科書を効果的に活用して、児童生徒の個に応じた
学習を推進します。AI型デジタルドリルを活用し、個別最適な学びを推進します。

② 指導課

○ 児童生徒の「わかる・できる」までの過程を重視し、児童生徒のよさや可能性、進歩の状
況を積極的に評価するように努めるとともに、評価の結果に即して指導内容や指導方法
を適切に改善するなどして、指導と評価の一体化を図り、児童生徒一人一人にきめ細かく
対応できるようにしていきます。

○ 文部科学省の委託事業「教員育成指標等の策定のためのモデル事業」の報告書にある
指導例を参考にし、教員の授業力の評価方法の改善に努めます。
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指導と評価の一体化を図ります。

（３）教職員の資質・指導力の向上に向けた取り組みの進展　【施策番号10】

教職経験に応じた研修や職務に応じた研修の充実を図ります。

教職現場の課題やニーズに対応した実践的な研修を推進します。

（１）確かな学力を保障する教育の推進　【施策番号11】

個に応じた指導の充実を図ります。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

③ 総合教育センター

○ 習志野市学力向上推進委員会において、全国学力・学習状況調査の結果分析を通して、
本市児童生徒の学力の傾向や変容を把握します。その上で、明らかになった課題につい
て「ならしの学力向上プラン」としてまとめ、指導方法の改善策を教務主任研修や教科会
議等を活用して市内各小・中学校に周知するとともに、学校訪問で指導主事が指導しま
す。

指導課

④ 総合教育センター

○ 感染症や自然災害等により通常の登校ができない時には、学習機会の確保の一つとして
1人1台タブレット端末を活用し、学校がオンラインで家庭とつながることができるよう支援
します。

①
学務課

○ 宿泊自然体験学習の内容の工夫を図り、友達と協力する喜びや、やり遂げる喜びなど、感
動あふれる体験活動を支援します。

7
7
3

○ 小学校４・５・６年生において、宿泊自然体験学習を実施します。実施に際しては、宿泊時
の宿舎での安全指導の徹底を図ります。

○ 児童生徒の豊かな体験を実現するために、富士吉田青年の家と連携した宿泊自然体験
学習の可能性を検討していきます。

◎ 検証校を設定し、新たな宿泊自然体験学習の実施場所について検討・検証します。

○ 教職員を対象とした幼稚園・保育所（園）・こども園・小学校・中学校連携研修の成果を
活用して、児童と就学前児との交流学習を更に充実させます。

○ 中学校の技術・家庭科の学習による保育体験など、異年齢との交流を通じた学習の充実
に努め、思いやりの心や人間関係を築く力の基礎を培います。

○ わくわく学びランドでは、市内にある高等学校や大学等と連携した科学教室を実施、退職
校長会の協力による学習教室等を実施するなど、児童生徒の学びに対する興味関心を
高める工夫をします。

② 指導課

○ 道徳教育推進教師の役割を明確にし、学校の教育活動全体で進める道徳教育の一層の
充実に努めます。

○ 千葉県教育委員会作成の「映像教材」等の活用を促進し、道徳科の年間指導計画の充
実を図るともに、研修等を通じて、道徳科に関する教員の指導力向上を図ります。

○ 学校、家庭、地域が連携した、あいさつ運動やごみゼロ活動など、学校、家庭、地域との協
働活動を通じた児童生徒の道徳性の涵養を図ります。

③ 指導課

○ 千葉県教育委員会作成の資料「大切な自分　大切なあなた」を学校に周知し、自分の人
権を守り、他者の人権を守ろうとする意識・意欲・態度を育みます。

○ 教職員の人権意識を高めるとともに、人権教育に関する指導力の向上に向けて、千葉県
教育委員会研修事業等を活用し、推進役となるリーダー層の育成を図ります。
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学校、家庭、地域と連携した道徳教育の充実を図ります。

学校人権教育の充実を図ります。

児童生徒の学力の分析と指導方法の改善を図ります。

緊急時における学びの保障を図ります。

（２）豊かな心を育む教育の一層の推進　【施策番号12】

豊かな体験活動の充実を図ります。

指導課
こども保育課

総合教育センター

鹿野山少年自然の家
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

○ インクルーシブ教育やLGBT等の性的マイノリティーに関する教育など、日々の学校生活
における喫緊の課題について、組織的な対応を進めます。

○ 教育相談やSOSの出し方教育の充実を図り、よりよく社会と関わる資質・能力や実行力を
養います。

④ 指導課

○ 総合教育展、読書感想文コンクール、英語発表会、席書会、芸術鑑賞教室などの開催や
『文集ならしの』の発行等の習志野市文化連盟事業や芸術鑑賞教育をとおして、幼児児
童生徒の豊かな情操を育てます。

○ 「音楽のまち習志野」ならではの芸術・情操教育を推進していきます。習志野文化ホール
休館中も、他市のホールを活用した各学校の合唱コンクールや部活動行事への支援及び
小中学校音楽会、ならしの学校音楽祭の開催などを通して、芸術振興・情操教育の充実
を図ります。

〇 休日の部活動において、文化部活動の地域移行を推進し、生徒にとって望ましい文化芸
術環境の構築と本市の特色を生かした活動に努め、豊かな情操を育てます。

指導課

① 保健体育安全課

○ 保健主事・養護教諭が中心となり、健康教育を計画的に推進します。

○ 各中学校区にて小中合同学校保健委員会を開催し、健康課題を協議することにより、健
康意識の向上を図ります。

○ 家庭・地域と連携し、よりよい生活習慣の確立に努めます。

②

○ 児童生徒の運動に対する意欲と体力や運動能力の向上を目指して、体力・運動能力、運
動習慣等調査の結果を活用し、体育・保健体育科の授業改善を進めるとともに、学校行
事、業間体育や、運動部活動等の内容を充実させます。また、身体を動かす機会を意図的
に作り出すために、「遊・友スポーツランキングちば」に積極的に取り組み充実を図ります。

　保健体育安全課

○ 体育に関する教員の指導力向上に向けて、教員の課題やニーズを把握し、児童生徒の体
力・技能向上に必要な研修を実施するとともに、保健体育科の授業を相互に参観する機
会を設けるなど、授業改善を図る取り組みの充実に努めます。

○ 持続可能な運動部活動に向けて、部活動ガイドラインに基づいて、合理的かつ効率的・効
果的な活動を推進するとともに、部活動支援事業を引き続き推進するなどして、自主的・
自発的活動の更なる活性化に努めます。

○ 休日の部活動において、運動部活動の地域移行を推進します。市立全7中学校で7部活
動での実施、また、音楽の地域クラブ型の取り組みを継続します。さらに、新たに陸上競技
部で地域クラブ型の実施、民間事業者に7校7部活動の運営を委託する取り組みを実施
することにより、生徒にとって望ましいスポーツ環境の構築と本市が築いてきた部活動の
良さを生かした活動に努めます。

③ 保健体育安全課

○ 各種検査や健康診断・ストレスチェックの実施により、児童生徒・教職員の健康状態を把
握し、健康の保持増進を図ります。長時間勤務職員への医師面談をもれなく実施できるよ
うにするため、産業医未配置校へも産業医の配置を拡充し、教職員の健康管理について
の充実を図ります。

①

○ 栄養教諭や栄養職員による、児童・生徒の実態に合わせた食育を実施します。 学校給食センター

○ 朝食の喫食率の向上をめざし、保護者や地域と連携した食育を進めていきます。
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豊かな情操を育てる芸術文化活動の推進を図ります。

保健体育安全課
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学校と家庭・地域が連携した健康教育を推進します。

体力・運動能力の向上を図ります。

児童生徒・教職員の健康管理を進めます。

（４）食育の充実と安全・安心な学校給食の実施　【施策番号14】

食育の充実を図ります。

8



政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

②

○ 学校給食に地元農家の野菜を積極的に取り入れるなど、地産地消に努めます。

③

○ 「習志野市学校給食食物アレルギー対応基本方針」に基づき、アレルギー対応を実施し
ます。

○ 学校給食における危機管理マニュアルを遵守した衛生管理の徹底を図ります。

④ 保健体育安全課

〇 「習志野市第3子以降学校給食費補助金交付要綱」に基づき、第3子以降の学校給食費
を無償化します。また、食材料費高騰分を市が負担し、保護者の経済的負担軽減を図りま
す。

① 指導課

○ 各学校による独自の研究において、確かな教育に関する研究を行ったり、市指定校の研
究において特定の課題を追究し、その解明のための研究をしたりすることを支援し、推進
していきます。

学務課

○ 各学校がそれぞれの特性や地域の実態に応じた創意工夫ある取り組みを発揮し、特色あ
る学校づくりを行えるよう、学校職員の資質向上を図り、教育効果を高めるために指導主
事等が学校を訪問し、教育課程や教科研究について指導、助言を行います。

○ 各学校が取り組む研究を広く公開し、小・中学校の研究成果を市内全体で共有していく
ことで授業力の向上に努めます。

○ 日本語を母語としない児童生徒がより充実した学校生活を送ることができるように、日本
語指導教室での指導を継続して実施していきます。また、日本語指導教室を核として、在
籍校の担任、言語・文化指導者とも連携し、これまで以上に体系的な日本語指導と支援
体制の充実を図ります。

◎ 小規模特認校の特徴として、保護者の就労等により登校時間以前に留守世帯となる児童
について、登校可能時間前に校舎の一部を開放することにより、始業時間までの居場所を
確保するようにします。

② 指導課

○ 各学校の地域の特色を生かして、その地域にある素材を教材化して授業を構成したり、地
域・家庭の優れた人材を授業で活用したりして、児童生徒の学びを豊かなものにし、地域
の風がいきかうあたたかい学びを創造する中で、人間関係形成能力を育みます。

5

① 指導課

○ 児童生徒が自ら課題を持ち、学び合いの中で自分の考えを広げたり深めたりすることが
できるよう、日常生活や社会生活の中に題材を求めて興味関心を高めたり、多様な場面
や形態での話し合い活動を取り入れたりして授業改善を図ります。

○ １人１台のタブレット端末を活用する等、個に応じた学びの推進を図ることで、児童生徒の
基礎・基本の定着を図ることを目指します。

○ 各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ、言語活動や実践的・体験的な活動
等を通して、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成することを目指
します。

○ デジタル教科書の積極的な活用を推進し、児童生徒の理解を深めるように努めます。

○ カリキュラム・マネジメントと関連付けた授業形態や指導方法を工夫し、情報活用能力の
育成を図る単元・題材を設定するよう努めます。
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保健体育安全課
学校給食センター

保健体育安全課
学校給食センター

地産地消を推進します。

特色ある学校づくりを推進します。

保護者の負担軽減を図ります。

（１）学びに向かう力、人間性を発揮させる教育の展開 　【施策番号16】

「主体的・対話的で深い学び」の実現を図ります。

地域の教育環境を生かした教材の開発を進めます。

安全な給食の提供を進めます。

（５）特色ある学校づくりの進展　【施策番号15】
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

5 ② 指導課

○ 「習志野市子どもの読書活動推進計画（2019～2025）」に基づき、実践を進めます。ま
た、学校図書館の利活用促進と整備を図り「優秀図書館」「いつでも利用できる図書館」
を目指すとともに、市立図書館との連携を図ります。

○ 学校における学校電子図書館の活用を推進します。朝読書に加え、授業の中で電子図書
館の本を活用した読書や調べ学習を取り入れたり、家庭学習にも活用したりすることで、
児童生徒がデジタルで長い文章を読む能力の育成を目指します。

① 指導課

○ 生涯学習の基礎として、また、将来に向けた人生設計へと発展していくために、児童生徒
一人一人が自分の能力・適性や可能性を把握し、主体的に進路を自己選択できる資質・
能力の育成を図ります。

② 指導課

○ 大きく変化していく社会を児童生徒が逞しく生きていく力を育むために必要な、人間関係
形成・社会形成能力、自己理解・自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能
力を、学校の教育活動全体を通して身に付けさせます。

③
指導課

○ 外国語及び外国語活動において、コミュニケーションの素地及び基礎を養うなど、社会の
変化に柔軟に対応できる力を培うために、英語指導助手の活用や小中連携、指導法の研
修等を充実させます。

○ 総合的な学習の時間や外国語、外国語活動等の時間を通して、諸外国の生活様式や文
化に対する理解を深める学習の充実を図ります。

○ ICTを活用しての国際交流の推進について、検討を進めていきます。

④ 指導課

○ 本市の「核兵器廃絶平和都市宣言」に基づき、習志野市原爆被害者の会と連携した「被
爆体験講話」の実施やDVDの視聴等により、児童生徒の平和意識を高めます。

○ 指導主事による教科指導や研修を行い、総合的な学習の時間を核としながら、各教科等
横断的にSDGｓに対する児童生徒の知識・理解を深めるとともに、持続可能な社会の創り
手を育成します。

① 総合教育センター

◎ ICT活用推進プロジェクトにおいて、授業支援システムの導入による学習指導の一層の
充実、学校と家庭との連携強化、臨時休業時や欠席の児童生徒における学習保障（オン
ライン授業）のためのICT機器の活用を推進します。

指導課
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（２）国際社会を生きる資質・能力を培う教育の展開　【施策番号17】

個に応じた進路指導の充実を図ります。

キャリア教育の基礎的・汎用的能力の育成を図ります。

外国語教育・国際理解教育の充実を図ります。

平和教育・環境教育の充実を図ります。

（３）１人１台タブレット端末の利活用による高水準な教育の展開　【施策番号18】

１人１台タブレット端末の効果的な活用を図ります。

読書教育の充実を図ります。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

② 総合教育センター

○ 全小・中学校でより効果的なＩＣＴ機器の活用が図れるよう、指導主事及びICT学習指導
員が活用事例を示して指導するとともに、ICT支援員によるさらなる支援の充実を図り、
教員のICT活用能力向上に努めます。

○ 各小・中学校のICT活用を推進するリーダーとなるようICTマイスターを育成し、各校にお
いてICTマイスターが中心となったOJTによる研修の充実を図ります。

③ 総合教育センター

○ 全小・中学校でより効果的なＩＣＴ機器の活用が図れるよう、指導主事及びICT学習指導
員が活用事例を示して指導するとともに、ICT活用教育研修等を通して「個別最適な学
び」「協働的な学び」につながるICT機器の活用法を学び、教員の指導力向上に努めま
す。

○ ICT活用の基本的な内容を中心とした基礎研修を実施します。複数の講師を配置し、少
人数で学ぶ場を設定することで、教員の不安感・苦手意識を軽減し、指導力向上を図りま
す。

①

○ 各学校にて危機管理マニュアルを見直し、教職員の役割分担を明確化します。安全教育
の充実の観点から、その取り組み評価をＰＤＣＡサイクルの視点で改善を図ります。

○ 学校や通学路等で発生した事故の状況をデータベース化して分析し、安全対策を進める
とともに、習志野警察、道路管理課、防犯安全課、青少年センター等との連携を図ります。

○ 地域と連携した実効性のある防災訓練を実施します。

◎ いざという時に対応できる教育委員会の災害対応マニュアルを作成します。

○ 通学路安全対策協議会を設置し、学校、道路管理課、防犯安全課、習志野警察、教育委
員会が連携し、通学路の点検及び定期的な学校施設の安全点検と安全教育を行いま
す。

②
保健体育安全課

○ 児童生徒等が災害時に自らの命を守るために主体的に行動できるように教育活動全体
を通して、生活安全、交通安全、災害安全の指導に努めます。

〇 各学校における学校安全計画の内容を確認し、取り組みの検証を行います。安全に対す
る職員の研修を学校安全計画に位置付け、安全教育を通して、児童生徒の危険予測能
力・危険回避能力の育成を図るとともに、保護者や地域と連携して、安全対策を推進しま
す。

〇 習志野警察、道路管理課、防犯安全課と連携し、児童生徒に対する自転車の乗り方や交
通ルールについての啓発及び指導のための資料を整理し、学校での活用を推進します。

◎ 防災士、危機管理課、消防等と連携し防災学習の充実を図ります。

保健体育安全課
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安全管理を徹底します。

安全教育を推進します。

学校のデジタル化における1人1台タブレット端末の活用の充実を図ります。

１人１台タブレット端末を活用した指導力向上のための研修等の充実を図ります。

（４）安全・安心を確保し、防災・減災の力を培う教育の展開　【施策番号19】
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

6

① 習志野高校

○ 教員の外部教科研修を実施し、生徒個々に応じた学力向上に資する指導力アップに努め
ます。

○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組み、学びの質の向上を
目指します。

○ 生徒一人一人の希望した進路の実現や、キャリア教育の一環として、進路ガイダンスの充
実に取り組みます。

○ 部活動を通して、努力することの大切さ、困難に立ち向かう精神力、相手を思いやる豊か
な心を身に付けられるよう取り組みます。

○ 個別最適な学びの実現に向け、個別、協働、一斉の学習形態でのICTの効果的な利活用
に取り組みます。

② 習志野高校

○ 文武両道を推進し、学力の向上と部活動の活性化を図り、次世代を担う優秀な人材の育
成に努めます。

○ 語学研修や国際交流事業に積極的に参加できる体制づくりを目指します。

○ より専門性の高い学習に取り組めるよう、地域の大学や研究機関と連携し、授業や実験を
行います。

○ スクールカウンセラーとの連携を図り、生徒や保護者が安全で安心な学校生活が送れる
よう、教育相談体制を充実させ、いじめ問題等の未然防止と早期発見に取り組みます。

○ 学校説明会やホームページ等において、学校紹介ビデオをオンデマンドで配信し幅広く広
報に努めます。更に、新たに学校紹介パンフレットを作成し、本校の教育活動をより具体的
にＰＲすることで「選ばれる学校」を目指します。

○ キャリア教育の一環として、授業や部活動において、市立小・中学校と連携した事業を実
施します。

① 習志野高校

○ ミニ集会・学校運営協議会を通じて、地域から信頼される開かれた学校づくりを目指しま
す。

○ 授業公開を積極的に実施し、多くの地域、保護者の評価や意見を参考にした学校運営を
目指します。

○ 学校行事や保護者向け進路講演会などを実施し、積極的に情報発信を行います。

② 習志野高校

○ 地域貢献や、学習、部活動を通じた小・中学校との交流を積極的に行い、地域から愛され
る学校、生徒を目指すとともに、生徒自身のキャリア教育にも生かします。

○ 教職員の異校種交流を進め、相互理解を深めます。

○ 外部団体との連携を図るとともに、地域人材を活用した学校の活性化を図ります。
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（２）地域や社会に開かれた高校づくりの推進　【施策番号21】

地域に開かれた学校づくりを推進します。

(１)多様な高校教育の一層の充実　【施策番号20】

充実した学校生活を送るための取り組みを推進します。

魅力ある学校づくりへの取り組みを推進します。

地域との連携と交流を推進します。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

7

①

○ 乳幼児から高齢者まで幅広い世代の目的や志向、ライフステージに対応した魅力ある公
民館講座を企画し、実施します。また、子どもたちの作品展示、親子講座、青年講座等を積
極的に実施し、来館者の増加を図ります。

○ 多様な学習課題に対応した講座としてSDGｓの視点で、安全・安心のための地域防災、
生涯にわたる健康づくり、地域の「伝統・文化」を継承する講座を実施するとともに、大学
や企業、地縁組織との連携による講座を実施します。

○ 公民館の学習情報をホームページや広報習志野に掲載して利用者につながる情報発信
を図ります。

② 図書館

○ 市民のニーズに基づいた資料整備と市民の学習に役立つ情報を幅広く提供するための
多様な情報源の整備と周知に取り組みます。

○ 市民が図書館に来館しなくても読書活動が行えるよう、インターネットを通じた電子書籍
の貸出事業の整備と周知に取り組みます。

③ 社会教育課

○ 活動・交流の場である公民館と知識・情報の入手の場である図書館が連携した事業を実
施し、市民の活動の場と幅を拡大させます。

公民館・図書館

④ 社会教育課

○ 市民の自発的な学習活動を支援するため、習志野市民カレッジの充実を図ります。

⑤ 社会教育課

○ 「子どもの読書活動推進計画」に基づき、本市のすべての子どもが、あらゆる機会とあら
ゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、社会の変化に対応した読書
環境を整備します。また、児童や保護者への効果的な情報発信、学校と市立図書館の連
携、市立図書館の事業の積極的な案内等を実施し、子どもの読書活動を推進します。

図書館・指導課

学校等

◎ 令和６年度に実施した実態把握調査や関係各所へのヒアリング結果等を踏まえ、学校・
図書館とともに目標設定や実効性のある取り組み事項等を協議検討し、次期計画（令和
８年度～１５年度）を策定します。

○ 子どもと中高生向けのフロアを備えた中央図書館の機能を生かし、小学校新入生に図書
館の利用登録の案内をするなど、学校・幼稚園・こども園・保育所・児童会等と連携しなが
ら事業を推進します。

① 社会教育課

○ 地域で自主的に活動する機会の充実や多様な学習機会の提供と情報提供の推進を図る
とともに、近隣の小中学校と連携し、学習成果を発表する場の提供に取り組みます。

公民館・図書館

② 社会教育課

○ 市民カレッジ卒業生を中心に、地域活動を推進する人材（コーディネーター）の育成に取
り組みます。また、サークルや団体等が学習・芸術・文化等の活動を自ら進んで行うことが
できるよう、サークルや人材の育成に取り組みます。

公民館

○ 生涯学習の拠点であるプラッツ習志野において、各施設や大学等と連携した新たなイベ
ント、活動を実施し、フューチャーセンターを中心に市民の新たな出会いや交流の促進、に
ぎわいを創出します。
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公民館

図書館資料の充実を図ります。

公民館と図書館が連携した事業を実施します。

習志野市民カレッジの充実を図ります。

政

策

Ⅱ

　

生

涯

に

わ

た

る

学

び

の

推

進

（２）学習成果の活用　【施策番号23】

地域における人材（コーディネーター）の育成を図ります。

学習成果を生かす場の提供を図ります。

公民館講座の充実を図ります。

（１）学習機会の充実　【施策番号22】

子どもの読書活動を推進します。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

社会教育課

○ 社会教育主事有資格者や社会教育主事など、社会教育を推進する上で必要な専門職員
の確保に努めるとともに、社会教育に関する専門的な知識を得るための研修会に積極的
に参加します。また、指定管理者制度を導入している公民館については、社会教育主事有
資格者を配置します。

公民館

社会教育課

○ 専門的な知識を得るため、各種研修会に積極的に参加するとともに、専門職員が相互に
教えあい、学びあうことで、職員の資質向上を図ります。また、指定管理者制度を導入して
いる公民館においては、社会教育主事有資格者の配置により、日常業務の中で専門性を
生かした職員の指導を行います。

公民館

① 社会教育課

○ 市民の自主的な活動をより活発に展開できるよう、また、社会教育団体や周辺地域の町
会・自治会等が継続的に活動することができるよう、公民館を活動場所として提供します。

公民館

○ 全公民館において、施設内の諸室でサークル等が活動する際に利用できるよう、持ち運び
が可能なポケット型Wi-Fiの貸し出しを引き続き実施します。

② 図書館

○ 市民が自らの力で課題解決できるよう、図書資料の整備やＬＩＮＥ等による情報提供に努
めます。

8

① 社会教育課

○ 「習志野市文化振興計画」に基づき、関係する部署と連携を図りながら文化芸術事業を
推進します。

◎ 習志野文化ホール（令和５年３月）及びモリシアホール（令和７年３月）閉館後の文化芸
術振興の在り方、コロナ禍を経た人々の行動変化等を踏まえた次期計画（令和８～１５年
度）を策定します。

○ 文化事業に関するホームページの充実と情報の一元化を図り、分かりやすく、情報を入手
しやすいよう引き続き整備します。

○ 上記ホール閉館後、本市の文化芸術の振興において、従来の文化ホールを中心とした取
り組みから公益財団法人習志野市文化スポーツ振興財団、及び習志野市芸術文化協会
と相互に連携・補完しあいながらアウトリーチ事業の展開や文化芸術団体への活動支援
等、新たなアプローチにより充実を図ります。

② 社会教育課

○ 公民館等において、地域の歴史や文化の学習、体験等を目的とした講座や行事の開催、
地域の特色を活かしたコンサート等を開催するなど、市民の芸術・文化活動の発表の場と
芸術・文化を身近に親しめる機会の充実を図ります。

公民館

③ 社会教育課

○ 本市の芸術・文化の振興と推進を担う公益財団法人習志野市文化スポーツ振興財団が
取り組む文化事業を支援します。

７
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（３）社会教育指導者の確保と養成　【施策番号24】

①指導者の確保に努めます。

市民参加行事の充実を図ります。

図書館機能の充実を図ります。

（１）芸術・文化活動の振興　【施策番号26】

文化振興計画に基づいた事業の推進を図ります。

②指導者の養成に努めます。

（４）自主自立課題解決型社会の推進　【施策番号25】

自主活動（サークル活動等）の場の提供を図ります。

質の高い芸術・文化の鑑賞機会の提供を図ります。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

9

① 社会教育課

○ 指定文化財の維持管理、資料収集・資料調査等、文化財の保存に取り組みます。

○ これまでの市史において追加・修正を要する点に加え、新たな歴史的事実等を踏まえなが
ら、市の歴史をわかりやすく、読みやすく解説した「新版 習志野 －その今と昔」の令和版
の作成に取り組みます。

◎ 生涯学習施設改修整備計画に基づき、埋蔵文化財等の保存・展示機能拡大に向け、実
花公民館の跡施設における郷土資料展示室開設に向けた基本構想策定について検討し
ます。

② 社会教育課

○ 事業者及び関係機関との調整・協議を綿密に行い、引き続き、埋蔵文化財の保護に努め
ます。

① 社会教育課

○ 旧大沢家住宅・旧鴇田家住宅の利用を推進するため、旧鴇田家住宅の改修工事等施設
の整備や主催行事の充実を図ります。

② 社会教育課

○ 埋蔵文化財調査室を中心に、文化財の展示の充実を図ります。
また、史跡説明板の補修に取り組みます。

10

① 社会教育課

○ 青少年の健全育成に寄与する団体同士の連携がスムーズに展開できるよう、定期的な意
見交換等の場を提供します。

② 社会教育課

○ 各青少年健全育成団体の活動の支援及び協力体制の強化を図ります。

① 青少年センター

○ 青少年補導委員連絡協議会や中学校区青少年健全育成連絡協議会と協力し、見守り活
動や補導活動を行います。また、「少年の日のポスター展」「青少年健全育成標語展」や
小学生対象の体験学習など、青少年が社会の一員であることの意識の向上と体験的な
学習を通して青少年の育成及び非行の未然防止を目指します。

○ 青少年の健全育成を目指す関連する他課との連携を深め、ボランティア活動や体験的な
学習、相談活動の充実を図ります。

② 青少年センター

○ 青少年のネット被害防止に向けた実態調査や関係団体からの情報収集を行い、学校との
情報共有を図ります。県青少年インターネット適正利用啓発講演の講師派遣要請に加え、
青少年センター職員派遣による適正利用啓発学習会を推奨し、小学校中学年から情報
モラル教育を支援してまいります。また、県の県民生活課が実施するネットパトロールとの
連携を、引き続き行います。

① 社会教育課

○ 青少年の社会性と環境理解の育成に重点を置き、市民を対象とした主催事業では、富士
山を教材に当施設の特性を効果的に提供する事業を実施します。

富士吉田青年の家
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（１）文化財の保存　【施策番号27】

開発に伴う埋蔵文化財調査の充実を図ります。

文化財の収集・保存の充実を図ります。

インターネットトラブルの未然防止に向けて取り組みます。

（１）青少年育成団体の活動支援　【施策番号29】

青少年育成団体連絡協議会の協力体制を推進します。

各団体の自主事業に対する支援体制の強化を図ります。

（２）家庭や地域の青少年教育力の向上　【施策番号30】

情報の共有を促進し、関連機関との連携により、青少年の健全育成を推進します。

（３）青少年のための施設における活動の充実　【施策番号31】

富士吉田青年の家における活動の充実を図ります。

（２）文化財の活用【施策番号28】

旧大沢家住宅・旧鴇田家住宅の活用の充実を図ります。

文化財の展示・普及を推進します。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

10

① 社会教育課

◎ 就学児童を対象に放課後等の安全・安心な子どもの居場所づくりとして、津田沼小学校、
大久保小学校、谷津南小学校に「放課後子供教室」を開設します。

◎ 若者の意見を受け、主に中高生の居場所づくりを検討するとともに、地域のイベント・行事
等に興味関心を抱き、参加しやすいよう、これらの情報をわかりやすく入手できる一括した
情報発信のプラットフォームとなるホームページを開設し、定期的なSNSによる発信を実
施します。

② 社会教育課

○ 「放課後子供教室」において、学習やスポーツ、芸術文化活動、地域住民との交流等の機
会を提供し、心豊かで健やかに育まれる環境づくりに取り組みます。

11

◎ スポーツ、レクリェ―ション活動を通じて、生涯にわたり親しむ豊かなスポーツライフの実現
を目指すため、次期「習志野市スポーツ推進計画（令和８～１５年度）」を策定します。

生涯スポーツ課

① 生涯スポーツ課

○ 働き盛り・子育て世代がスポーツに取り組めるよう「親子参加」の機会拡充を図ります。

○ ニュースポーツの周知・普及を推進し、誰でも気軽に取り組むことができる環境づくりに努
めます。

○ 自宅等でも運動が続けられるよう、オンライン等のスポーツ教室に取り組みます。

② 生涯スポーツ課

○ トップチーム、トップアスリートの試合を誘致し、市民が身近に観戦できる機会を提供しま
す。

③ 生涯スポーツ課

○ スポーツ活動やコミュニティ活動の充実を図るため、スポーツ推進委員や市民スポーツ指
導員、総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ推進団体の活動を支援します。

〇 市民にスポーツを身近に感じてもらえるよう、スポーツイベント等の広報活動の充実を目
指します。

12

① 公民館

○ 乳幼児から中学生までの子どもの発達段階に応じた家庭教育について、具体的に学べる
講座を開催するとともに、魅力ある講座内容や保護者が参加しやすい開催方法等を検討
します。

① 総合教育センター

○ 子どもに関する多様な相談、家庭や学校の困り感に耳を傾け、それぞれに合った教育相談
を進めていきます。外部とのつながりが必要な児童生徒には、適応指導教室「フレンドあ
いあい」や訪問相談などにつなげていきます。

○ 事例研修を通じて、適切な支援を行うことができるよう、相談員の専門的な知識や技術の
向上に努めます。

○ 学校、指導課、子育て支援課、ひまわり発達相談センター、千葉県子どもと親のサポートセ
ンター、児童相談所等の関係諸機関との連携を図り、相談者の要望に応じた相談の充実
に努めます。

〇 保護者や教職員等を対象とした、不登校に関する理解や対策を推進する支援の場の拡
充を図ります。
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（２）家庭教育相談の充実　【施策番号35】

家庭と学校、他機関をつなぐコーディネーター的役割を推進します。

子どもの発達段階に応じた家庭教育支援の充実を図ります。

（４）子どもの居場所づくりの推進　【施策番号32】

放課後等における子どもの安全・安心な居場所の整備を図ります。

地域で子どもを育てる環境づくりを推進します。

（１）生涯にわたって親しむスポーツ活動の推進　【施策番号33】

「する」スポーツを推進します。

「みる」スポーツを推進します。

「支える」スポーツを推進します。

（１）家庭教育に関する学習機会の充実　【施策番号34】
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

12 ② 総合教育センター

○ ひきこもり傾向がある児童生徒には、訪問相談が活用できるように積極的に働きかけるな
ど、家庭や学校と連携して、不登校児童生徒の支援に取り組みます。

③ 指導課

○ 小・中学校の教職員は、児童虐待を最も発見しやすい立場にあることから、子どもの変化
から児童虐待の兆候やヤングケアラーの早期発見に努めます。

○ 子どもの命と人権を守るために、市長事務部局、児童相談所、民生委員・児童委員、人権
擁護委員等の関係諸機関と速やかに連携し、組織的な解決を図ります。

④ 指導課

○ 児童相談所による一時保護等から学校に戻った児童生徒について、学校と関係諸機関と
の情報共有が継続して図られるよう体制の見直しに努めます。

○ 関係諸機関が作成した資料等を活用して、学校が対応する際のポイント等について、研修
会等を通じて周知します。

13

① 総合教育センター

〇 各学校のホームページに、発信する必要のある情報が掲載されるよう、確認・支援に努め
ます。

① 指導課

○ 社会に開かれた教育課程の事例について各学校への情報提供を行い、教育課程の編成
を支援します。

② 社会教育課

○ 学校・家庭・地域が一体となって、子どもたちを見守り、育成するため、各小・中学校の地
域学校協働本部を活用し、地域と学校が相互にパートナーとして、連携・協働する地域学
校協働活動を推進します。

③ 指導課

〇 令和５年度より全小・中・高等学校に設置した学校運営協議会において、学校・保護者・
地域が連携し、よりよい学校運営のための支援をします。

学務課
習志野高校

14

① 青少年センター

○ 青少年補導委員や中学校区青少年健全育成連絡協議会との連携のもと、街頭補導活動
や防犯パトロールの実施回数を確保し、定期的に実施します。各地区の活動について情
報共有を行い、補導活動の充実を図ります。

○ 青色回転灯を装着した公用車による補導活動を実施し、犯罪未然防止の一翼を担いま
す。

②
544

青少年センター

○ ホームページやパンフレットによるPRや出張登録会等を積極的に実施するとともに、学校
と連携し、保護者や子どもたちに「子ども１１０番の家」を周知します。また、加入者へのア
ンケート調査や研修会の開催などを実施し、制度の充実を図ります。
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社会に開かれた教育課程を推進します。

児童虐待の未然防止、早期発見・解消に向けた迅速な対応を図ります。

不登校児童生徒解消を推進します。

（１）地域住民との協働による防犯・補導活動の推進　【施策番号38】
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街頭補導活動の定期的な実施と活動の充実を図ります。

「子ども110番の家」の加入者を拡充させ、安全を守るシステムづくりを推進します。

（２）地域とともにある学校づくりの推進　【施策番号37】

地域社会との連携・協働した活動を推進します。

学校運営協議会の運営を支援します。

政

策

Ⅲ

　

学

校

・

家

庭

・

地

域

社

会

の

連

携

に

よ

る

教

育

の

推

進

　

家

庭

教

育

力

の

向

上

一時保護等から学校に戻った児童生徒への組織的な対応を図ります。

（１）積極的な情報公開と意見交換の充実　【施策番号36】

学校と家庭・地域相互の情報交換を推進します。
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

15

① - こども政策課

○ 「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画　第3期計画」に基づき、
取り組みを進めます。

こども保育課

② こども政策課

○ 老朽化等への対策及び適正な教育・保育環境を維持するため、施設の改修工事等を行
います。

①
2,558,642

教育総務課

○ 「習志野市第2次学校施設再生計画」に基づき、学校施設の大規模改修、長寿命化、改
築、体育館等への空調設置等を行い、安全で潤いのある教育環境の整備を行います。
・大規模改修：袖ケ浦東小学校（工事）
・長寿命化改修：屋敷小学校（工事）、藤崎小学校（設計）
　　　　　　　　　　　　　　第三中学校（設計）、第六中学校（設計）
・建替え：大久保小学校（工事）、第二中学校（工事）、大久保東小学校（設計・工事）、
　　　　　　　鷺沼小学校（設計）

〇 学校で働く教職員の働き方改革に資する健康維持や健康回復を支援するため、育児休
業明け教職員の搾乳やすべての教職員がリフレッシュ出来る機能の確保に努めます。

② 教育総務課

○ 猛暑の影響による熱中症対策が急務であることを鑑み、市立全小・中学校の体育館に空
調を設置します。

① 習志野高校

◎ 猛暑の影響による熱中症対策が急務であることを鑑み、体育館への空調設置を推進しま
す。

○ 老朽化した施設の改修や点検結果に基づく対策など、学校施設の環境改善に努めます。

①
学校給食センター

○ 定期的なモニタリングを実施することにより、問題点等の洗い出しを行い、問題解決に向
け特別目的会社（SPC）構成企業と定期的な協議会を実施します。

保健体育安全課

② 学校給食センター

○ SPC構成企業との情報共有化と連絡体制を確立し、給食調理業務を遅滞なく進め、安
全・安心な学校給食の提供を行います。

③ 総合教育センター

〇 （仮称）新総合教育センターの整備に向けて、基本計画を策定します。

16

① 社会教育課

○ 市民が社会教育施設を安全に使用することができるよう、適切な維持補修に努めます。 公民館・図書館

〇 富士吉田青年の家では、第２次公共建築物再生計画に基づき、長寿命化改修工事を令
和７年度から８年度に実施し、築７５年まで施設を安全に継続使用できるよう努めます。

富士吉田青年の家

小中学校の体育館に空調を設置します。

総合教育センターの再整備を進めます。

（４）学校関連施設の環境整備　【施策番号42】

給食センターのモニタリングの実施と適切なフィードバックを進めます。

給食センターの日常業務の円滑化を進めます。

（１）社会教育施設の整備 　【施策番号43】

社

会

教

育

施

設

の

再

編

・

整

備

社会教育施設の改修・整備を推進します。

（１）幼稚園・こども園の教育環境の整備　【施策番号39】

　

安

全

で

潤

い

の

あ

る

学

校

環

境

の

整

備

新たなこども園の設置と幼稚園の再編を図ります。

幼稚園・こども園の施設補修を図ります。

（２）小・中学校の教育環境の整備　【施策番号40】

学校施設の改築・長寿命化改修・大規模改修等を推進します。

（３）市立高等学校の教育環境の整備　【施策番号41】

習志野高校の教育環境の整備を推進します。

政

策

Ⅳ

　

教

育

環

境

・

学

習

条

件

の

整

備
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政策
基本

方針 施策（◎は新規、〇は継続）及び施策番号【□】
当
初

担当課

17

① 生涯スポーツ課

○ 学校体育施設開放事業の充実に努めます。

○ 老朽化対策など、利用者が施設を安全・快適に利用できるよう改修工事を実施します。
・袖ケ浦体育館空調設備設置
・秋津サッカー場人工芝化並びに観覧席トイレ改修工事

○ ネーミングライツパートナー制度の導入を通じて財源を確保し、体育施設の良好な管理運
営を行います。

18

① 教育総務課

◎ 千葉県の第４期教育振興基本計画及び習志野市基本構想をもとに令和８年度から令和
１５年度を計画期間とする「習志野市教育振興基本計画」を策定し、公表します。

○ 「教育に関する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価（報告書）」の内容の精
査・見直しを行い、その後の施策へ反映していくことで実効性のあるPDCAサイクルを確
立します。

② 教育総務課

○ 学校教育だよりの内容充実、また、校務支援システムを用いた情報発信の拡充に取り組
みます。

○ 学校教育を中心に、生涯学習部やこども保育課の活動も含め、幅広い情報の発信に取り
組みます。

③

○ 学校事務職員との連携により、効率的かつ正確な事務を実施します。

④

○ 次期「教育振興基本計画」の策定に併せ、令和１５年までを見越した施策等を精査しま
す。

〇 教育費の保護者負担について、学習教材の共用品化を推進するとともに、個人用の図書
教材や校外学習等に検討の範囲を広げ、習志野市教育委員会としての基本的な考え方
による公費負担と私費負担の峻別に努めます。

⑤

○ ICTを活用した出退勤記録システムを活用し、教職員の勤務時間を客観的に把握しま
す。

〇 校務支援システム及びICTを活用することにより事務処理の効率化を図ります。

○ 教育委員会から学校へ依頼する調査等について精査、削減に努めます。

○ 学校において教育課程の工夫による放課後時間の確保等により、「子どもと向き合う時間
を確保できている教職員の割合」１００％を目指します。

○ 部活動において、地域移行の推進を強化し、児童生徒と向き合う時間の確保と教職員の
負担軽減を促進します。

教育総務課
学務課
指導課

学務課

　

教

育

行

政

の

効

率

的

・

効

果

的

な

展

開

（１）「支える」スポーツの推進（施設の整備と活用）　【施策番号44】

　

健

康

・

体

力

を

育

む

ス

ポ

ー

ツ

施

設

の

整

備

スポーツ環境の整備、安全性の維持を図ります。

（１）教育委員会事務局の活性化　【施策番号45】

広報活動の充実を図ります。

学校事務職員との連携を強化します。

先進的な施策の研究を進めます。

学校における働き方改革を推進します。

PDCAサイクルに基づく活動を推進します。

教育総務課
学務課

保健体育安全課
指導課

総合教育センター

政

策

Ⅳ

　

教

育

環

境

・

学

習

条

件

の

整

備
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習志野市

協議第1号

令和６年１１月２０日(水)第１１回定例教育委員会会議

教育総務課

津田沼小学校

令和７年度習志野市教育行政方針（素案）について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

教育行政方針とは 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

習志野市教育振興基本計画

習志野市教育行政方針（Plan)

予算の編成
（Action)

事業の実施
（Do)

PDCA
サイクル

教育に関する事務の管理及び執行状況の
点検及び評価（Check）

1



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y次年度の予算編成に向けて

習志野市教育行政方針

教育振興基本計画の年次計画

当該年度の取り組みの重点

次年度の予算作成

作
成

修
正

2

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

現行「習志野市教育振興基本計画（令和２～令和７年度）実施の最終年度

〇目標（値）を達成していない施策への
取り組み強化

〇現在の社会情勢や学校事情を鑑みた、
多様な教育ニーズへの対応

不登校児童生徒の増加 ＩＣＴの更なる活用

教育費に係る保護者負担の軽減

体育館の空調設置

3



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

【学校教育】

〇小学校への円滑な接続に向けた
「スタートカリキュラム」の事例作成
習志野市接続期カリキュラムの見直し

〇校内支援センターの全校配置
〇学びの多様化学校の設置、環境整備

（仮称）習志野市学びの多様化学校（小学校）

習志野市接続期カリキュラム

施策番号４（５） ①幼児教育と小学校教育の円滑な接続（P.３）

施策番号８（１） ①生徒指導の機能（Ｐ．３）
（不登校対策） ②計画的・組織的な生徒指導体制の充実（P.４）

4

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

施策番号１３（３）②体力・運動能力の向上（Ｐ．８）

〇生徒の望ましいスポーツ
環境の構築に向けた
部活動地域移行の推進

一中 二中 三中 四中 五中 六中 七中

運動部活動

【学校部活動地域

連携型】

女子

バスケッ

トボール

陸上

競技
剣道 柔道

☆

検討中

☆

検討中

男子

バレー

ボール

運動部活動

【地域クラブ型】
☆市立全中学校の陸上競技部

文化部活動

【地域クラブ型】
市立全小・中学校の吹奏楽部・管弦楽部等

〇産業医の配置拡充による
教職員の健康管理の充実

令和７年度部活動地域移行実施計画（案）

【学校教育】

施策番号１３（３）③児童生徒・教職員の健康管理（Ｐ．８）

職員数４９人以下の産業医未配置校にも
産業医を配置し、長時間勤務職員への
医師面談をもれなく実施

5



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

【学校教育】
施策番号１８（３）①1人１台タブレット端末の効果的な活用（P.１０）

施策番号１９（４）①安全管理の徹底 ②安全教育の推進（P.１１）

〇学習指導の一層の充実、
学校と家庭との連携強化
学習保障のためのＩＣＴ機器活用

〇災害対応マニュアルの作成
〇防災士、危機管理課、消防等と
連携した防災学習の充実

授業支援システムやＡＩ型デジタルドリル等の活用

煙中体験
災害対応マニュアル

6

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

施策番号３２（４）①放課後等における子どもの安全・安心な居場所の整備（P.１６）

【社会教育】

〇放課後子供教室の開設
・津田沼小 大久保小
・谷津南小

Ｒ６開設鷺沼小学校放課後子供教室

7

施策番号２７（１）①文化財の収集・保存の充実（P.１５）

〇郷土資料展示室開設
に向けた基本構想策定の検討 埋蔵文化財等の保存・展示機能拡大

に向け、（仮称）新総合教育センターの
整備により集約する実花公民館の跡施
設に開設



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

【教育施設】
施策番号４０ 小・中学校の教育環境の整備

施策番号４４（１）①スポーツ環境の整備、安全性の維持（Ｐ.19)

〇大久保東小工事 鷺沼小設計
〇市立全小・中・高等学校体育館空調設置
〇（仮称）新総合教育センター整備に向けた
基本計画の策定

〇施設の改修工事の実施
・袖ケ浦体育館空調設置
・秋津サッカー場人工芝化及び

観覧席トイレ改修

8

秋津サッカー場

施策番号４２ 学校関連施設の関連整備 （Ｐ.１８) 

体育の授業
部活動・大会の実施

避難所としての役割

習志野市
N a r a s h i n o C i t y令和７年度教育行政方針の特徴

【教育委員会事務局】
施策番号４５（１）①ＰＤＣＡサイクルに基づく活動の推進（P.１９）

施策番号４５（１）④先進的な施策の研究（P.１９）

〇習志野市教育振興基本計画
の策定（令和８年度から１５年度）

〇教育費の保護者負担の軽減
に向けた取り組みの推進

令和８年度～１５年度

習志野市教育振興
基本計画

現行教育振興基本計画 次期教育振興基本計画

学習教材等の共用品化

教材・教具及び学校行事
にかかる費用削減

公費

私費
9



習志野市

今後のスケジュールについて 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

11月２０日 教育委員会定例会 協議

校長会からの意見聴取

R７ 1月1４日～ 予算内示後 修正・変更

2月1２日
教育委員会定例会

来年度方針（最終案）提出

３月議会 当初予算 議案提案

４月上旬
学校、園等、各機関配付
教育委員会ＨＰ掲載

10



 

 

協 議 第 ２ 号 

 

令和７年度教育費当初予算案について 

 

 

令和７年度予算編成にあたり、取り組む事業等について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和６年１１月２０日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 



（ 単 位 ： 千 円 ）

令和７年度 令和６年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 （R７－R６）年度

1 10010101 教育委員会費 4,407 4,389 18 教育総務課
教育委員会会議定例会年12回、教育委員会顕彰式、その他教育委員会運営に伴う事業。
【見直し】市政功労者表彰の推薦基準見直しに合わせて、教育委員会顕彰の推薦基準見直しを行う。（+944千円）

2 10010202 通学区域審議会費 132 88 44 教育総務課
通学区域審議会に係る委員報酬費。
※教育委員会の諮問に基づき、通学区域の適正なあり方等について審議する。

3 10010203 教育委員会事務局費 3,810 4,188 △ 378 教育総務課
教育委員会事務局の運営に伴う経費、教育総務課事務費、教育長交際費等。
【新規】教育振興基本計画の概要版作成（デザイン）を外注する。（100千円）

4 10010204 教育文化振興基金事業 1,671 1,546 125 教育総務課 教育文化振興基金条例に基づき、教育活動及び市民の文化活動を奨励し振興を図る。

5 10010205 青少年音楽振興基金事業 826 617 209 教育総務課 青少年音楽振興基金条例に基づき、青少年の音楽活動を奨励し振興を図る。

6 10010206 市制施行70周年記念事業 0 289 △ 289 教育総務課
習志野市制施行70周年記念事業として実施する「子ども議会」開催に要する経費。
【新規】子ども議会参加者への記念品。（289千円）

7 10010207 学務課事務費 3,893 3,872 21 学務課 学務課に係る消耗品費（用紙代等）、郵便料、印刷製本費（封筒等）等の事務費及び各学校に配布する定期刊行物、各種協議会の負担金。

8 10010208 育英資金事業 2,852 2,852 0 学務課
学業成績が優秀な者に対し、修学上必要な資金を毎月育英資金として給与する。
対象予定人数：高校生24人。

9 10010209 入学準備金貸付事業 540 1,231 △ 691 学務課
高等学校、大学等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対してあっせんした入学準備金の融資について、
利子を補給する。
令和3年度をもって新規の申請を終了したため、預託金及び融資決定者への利子補給のみになる。

10 10010210 入学資金給付事業 800 1,150 △ 350 学務課
中学校3年生を子に持つ経済的に困窮する保護者に対し、高等学校等入学に係る費用の一部を給付することで支援を行う。
※給付見込人数：50人→35人。（▲350千円）

11 10010211 いじめ問題対策事業 1,031 1,031 0 指導課
いじめ防止等に対応するための組織「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」「習志野市いじめ問題対策委員会」に関係機関や関係団体の人材を
招聘し、関係者が連携して本市のいじめ問題に対応する。いじめ基本方針に基づく施策を推進する。法務相談や、教員に対する研修、児童・生徒
に対する出張授業の経費。

12 10010212 指導課事務費 557 545 12 指導課
指導課に係る事務費、教育相談員出張旅費、社会科副読本作成にかかる経費。
【拡充】教育相談員7名増員の要望に伴う旅費（+12千円）

13 10010213 校外活動事業 10,634 16,867 △ 6,233 指導課

市立小・中学校の校外活動を推進するための、市内施設見学等におけるバスの委託及び中学校の合唱コンクール等の会場使用料。
習志野文化ホールが使用できないことに伴い、小中音楽会は他市の会場を使用するためのバス委託料及び台数の増加、中学校の
合唱コンクール及び部活動行事は他市のホールを使用するための会場使用料を計上。
※バスの配車台数は、81台を予定（令和5年度は76台）。
【見直し】市内陸上大会における会場校への移動のためのバス配車（R7より保健体育安全課学校体育推進事業へ移管）
【見直し】小中音楽会　2日開催（小5・6）→1日開催（小5）に伴うバス配車台数の減。（▲4,274千円）

14 10010214 富士吉田自然体験学習推進事業 2,162 2,162 0 指導課
2泊3日で実施する、市立中学校2年生の富士吉田自然体験学習（コース別学習）における2日目の委託バスの配車を行う。
【拡充】小学校の自然体験学習において、鹿野山少年自然の家以外の施設を検討するため、市内小学校5年生の2校を対象として富士吉田青年の
家を活用した自然体験学習を行う。

15 10010215 教育文化推進事業 4,405 6,582 △ 2,177 指導課
言語・文化指導者謝礼、習志野市文化連盟事業、小・中学校音楽鑑賞教室、日本語指導教室の経費。
【見直し】「ならしのこども美術館」発行該当年でないため委託費等の減。（▲2,117千円）
【新規】多言語音声翻訳機（ポケトーク）用SIMカード　11,000円×3台分（+33千円）

16 10010216 読書活動推進事業 26,732 26,702 30 指導課
平成31年制定の「習志野市子どもの読書活動推進計画」の「基本方針Ⅱ地域や学校等における読書環境の充実」等を踏まえ、学校における
読書環境の充実のための学校司書の配置への必要経費等。習志野市…学校数23校、学校司書12名配置

17 10010217 小中学校文化・スポーツ奨励費 15,000 7,500 7,500 指導課
学校教育活動における、文化又はスポーツ活動に係る全国大会及び関東大会等に千葉県の代表として出場する場合に、全国大会及び
関東大会奨励金を交付し、文化・スポーツ活動の推進を図る。
【拡充】全国大会・関東大会奨励金経常的経費不足分（+7,500千円）

18 10010218 英語指導助手招請事業 79,987 71,749 8,238 指導課

小・中学校に英語指導助手の招請、配置をするための経費。
中学校の英語教育及び言語・文化等国際理解教育の推進のために姉妹都市（タスカルーサ市）からの英語指導助手を計画的に配置する
とともに、令和2年度から始まった小学3年生からの外国語活動の授業及び小学校5・6年生の教科化に伴い、全小学校の外国語活動・外国語の
授業に英語指導助手を配置し、該当学年全ての子ども達に英語指導助手とともに英語を学ぶ環境を整える。
※直接雇用3名、派遣委託16名の19名体制
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19 10010219 特別支援教育推進事業 7,904 3,822 4,082 指導課

特別支援学級・通級指導教室の充実を図るとともに、適切な就学指導をすすめ、特別支援教育を推進する。
【見直し】特別支援学級担当者、通常学級担任、特別支援教育コーディネーターに対する研修（R6より総合教育センター調査研修事業へ移管）
障がいのある児童生徒及び周りの児童生徒の安全確保や学校生活支援、学習上のサポートをする支援員制度の充実を図る。
【新規】田中ビネー知能検査Ⅵコンプリートセット23セット（+3,618千円）
【拡充】特別支援教育支援員及び看護師宿泊を伴う学習必要経費（+463千円）

20 10010220 特色ある学校づくり推進事業 7,398 7,398 0 指導課
特色ある学校づくりを目指して、各学校における自主研究等を推進するための経費。
また、学校運営協議会を運営するための経費。

21 10010221 心理発達相談員配置事業 2,400 2,400 0 指導課
特別な支援を必要とする児童生徒の発達支援に対応するため、特別支援担当指導主事とともに各学校を巡回し、教職員・保護者からの相談や
児童・生徒の観察により、発達の状況等を把握し、必要に応じて、相談検査・支援・指導を行う。

22 10010222 ならしの学校音楽祭事業 1,226 1,145 81 指導課
「音楽のまち習志野」にふさわしい行事として、その年度に優れた音楽活動を行った習志野市立学校及び管楽器講座受講児童・生徒による
「フェスティバルバンド」合同の演奏会を行う。

23 10010223 部活動支援事業 2,484 2,706 △ 222 指導課
専門的な指導力を備えた指導者を市内中学校部活動に派遣し、生徒の技術指導の向上を図る。
【拡充】市内の吹奏楽部・管弦楽部が合同で活動する体制を整備する。（＋1,056千円）
【見直し】運動部指導者に係る報償費・保険料・委託料（R7より保健体育安全課運動部活動支援事業へ移管）

24 10010226
【新規】始業前留守世帯児童支援
事業

1,708 0 1,708 学務課

保護者の就労等により小学校の登校時間以前に留守世帯となる児童について、津工可能時間前に校舎の一部を開放することにより、始業時間ま
での居場所を確保する。（1,708千円）
【新規】・消耗品費：7,450円
  　　　 ・シルバー人材センター委託料：1,699,500円

25 10010302 総合教育センター管理運営費 15,460 15,052 408 総合教育センター 総合教育センターの運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。

26 10010303 総合教育センター調査研修事業 1,578 1,458 120 総合教育センター
本市の教育課題解決に向けて調査・研究を行うとともに、教職員の資質や指導力を高めるための研修を実施する。
【新規】特別支援学級教職員を対象に、アセスメント研修を実施する。（120千円）

27 10010304 教育相談事業 2,997 3,328 △ 331 総合教育センター いじめ・不登校・特別支援教育等に関する相談を、学校や関係諸機関と連携して行う。併せて、教育相談関係の研修の充実を図る。

28 10010305 情報教育推進事業 72,577 60,657 11,920 総合教育センター

総合教育センターのICT環境を整え、教職員対象の指導力向上のための研修の充実を図る。また、学校のネットワークや各ソフトの調整点検を
行う。小中学校での1人1台タブレット端末を有効活用するための支援を図る。
【新規】タブレットを利用して授業運営をサポートし、教育の質を高めることを目的とした、授業支援ソフトウェアを導入する。（26,094千円）
【見直し】授業支援や校務支援、教員研修、ＩＣＴ環境整備支援など、授業での効果的な活用に向けてICT支援員3名を各学校に派遣する。（25,091
千円）

29 10010306 適応指導教室推進事業 490 490 0 総合教育センター
不登校児童生徒の居場所づくりと社会的自立や学校復帰を目指した、学習支援や様々な体験活動等のできる適応指導教室を運営する。
併せて、適応指導教室運営のための職員研修を実施する。

30 10010307 科学教育振興事業 716 716 0 総合教育センター 科学的分野を中心に様々な体験学習の場「わくわく学びランド」を実施し、学びに対する児童生徒の興味関心を育んでいく。

31 10010308 校務用パソコン整備事業 94,251 94,922 △ 671 総合教育センター

校務用パソコンを整備することにより、校務の情報化を図るとともに、校務支援システムの再構築により、業務の効率化を図る。
【新規】中学校の定期試験採点業務の負担軽減のため、デジタル採点システムを導入する。（3,080千円）また、このシステムを活用するため、複合
機のスキャナ機能を使用できるように設定作業を行う。（2,640千円）
【新規】学びの多様化学校の校舎で教育系ネットワークを使用するための通信料を計上する。（185千円）

32 10010309 総合教育センター施設整備事業 0 390 △ 390 総合教育センター 総合教育センター施設整備に係る経費。令和6年度は研修室エアコン設備工事を実施。

33 10010310
【新規】（仮称）新総合教育センター
再整備事業

22,737 0 22,737 総合教育センター
次期公共建築物再生計画期間内の前倒しの実施に向け、適切な時期に着手できるよう、関係各課と連携を図りながらセンターの再整備を進める。
【新規】敷地測量業務委託（7,370千円）及び基本計画策定業務委託（ 15,367千円）

34 10020102 小学校運営費 402,952 358,086 44,866 教育総務課

小学校16校の学校運営費。
※R7.5.1見込；学級数：346学級、児童数：8,746人　　（R6.5.1現在；学級数：349学級、児童数：8,933人）
【拡充】保護者が購入している学習教材のうち、共用が可能なものについて公費で購入することで、保護者の学習教材に係る経済的負担を軽減す
る。（8,318千円）
【新規】電話機通話録音機能付与設定委託（6,088千円）

35 10020103 小学校施設管理事業 66,491 56,179 10,312 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
【新規】プール清掃委託（2,574千円）

36 10020104 小学校備品特別整備事業 4,231 1,308 2,923 教育総務課
学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
・教材備品　3,439千円
・管理備品　  792千円
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37 10020105 バス通学児童支援事業 69,985 62,835 7,150 教育総務課
令和12年3月31日までの間、通学区域の暫定措置として、谷津小学校から谷津南小学校に通学指定校が変更となる児童のバス乗車運賃を
助成する。併せて、委託によりバス車内及び乗降車時の安全・安心のため、人員を2名増員し、15名配置する。

38 10020106 小学校水泳指導等委託事業 21,067 0 21,067 教育総務課

改築等により自校でのプール授業が実施できない学校について、水泳指導補助及び送迎の業務委託により水泳授業を実施する。
①令和7年度実施分（4校）
【新規】屋敷小学校、谷津南小学校　※大久保小学校、藤崎小学校については継続
②令和8年度以降実施分（5校）
【新規債務負担行為設定】令和8年度以降の水泳授業について、複数年度契約を授業実施前年度（令和7年度中）に締結することで、水泳授業の安
定的かつ継続的な運営を行うため、令和7年度からの4ヵ年の債務負担行為を設定する。
②-1　対象校
　大久保小学校（令和8年度のみ）、大久保東小学校、屋敷小学校、藤崎小学校、谷津南小学校
②-2　支払計画
　令和7年度　0円（契約締結、事業者・学校等との授業実施計画策定等）、
　令和8年度　22,694千円、令和9年度　17,491千円、令和10年度　17,228千円、総額　57,413千円

39 10020201
要保護・準要保護児童援助費及び
特別支援教育就学奨励費

56,810 50,808 6,002 学務課

経済的な事由により、就学困難な児童に対し、学用品費等の扶助を行う。
　要保護受給児童数　　　　　　　　 　　　　  令和6年度：  39人⇒令和7年度：  40人
　準要保護受給児童数　　　　　　　　　　　  令和6年度： 439人⇒令和7年度： 430人
　特別支援教育就学奨励費受給児童数　 令和6年度： 181人⇒令和7年度：  190人
　新入学学用品費対象児童数　　　　　　　 令和6年度：  70人⇒令和7年度：  70人

40 10020202 小学校教育指導事業 1,478 88,300 △ 86,822 指導課
教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。
【見直し】教員用教科書・指導書・学習者用デジタル教科書（▲7,822千円）

41 10020203 小学校パソコン推進事業 358,296 105,367 252,929 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を
目指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【新規】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末の更新に係るリース費用等を計上する。（285,064千円）
【新規】学びの多様化学校で使用する教育系ネットワーク機器等に係るリース費用等を計上する。（687千円）

42 10020301 小学校施設改善整備事業 137,078 71,147 65,931 教育総務課
学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行
う。
【新規】小学校校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事設計委託（22,905千円）

43 10020302 小学校空調整備事業 1,471,948 394,779 1,077,169 教育総務課

夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置
する。
【新規】実籾小学校、秋津小学校、香澄小学校給食調理室空調機設置工事（13,167千円）
【新規】小学校体育館空調機設置工事（1,206,620千円）
※大久保小学校は新体育館が竣工する令和8年6月に設置完了予定

44 10020303 谷津小学校児童増加対応事業 58,767 58,767 0 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童増加対応として、平成28年度に一時校舎を建設完了し、現在、
賃貸借契約にて使用を行っている。
[支払計画]
　　　計画金額（本体価格）　　 ：534,240,000円（税抜）
　　　平成28年度　　　　　  　　 ：4,808,160円（1ヶ月分）
　　　平成29年度～令和8年度：580,095,600（119ヵ月分）
　　　総支払額                 　　：584,903,760円
　　　【令和7年度】　58,766,400円

45 10020304 大久保小学校校舎改築事業 1,135,888 1,662,177 △ 526,289 教育総務課
習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保小学校の全面改築（建替え）工事を行う。。
[継続費]全面改築（建替え）工事及び工事監理委託5,331,933千円（令和4年度～令和8年度（5ヵ年））
　　令和4年度　211,595千円　　令和5年度　1,877,114千円　　令和6年度　1,027,105千円　令和7年度　1,129,869千円　令和8年度　1,086,250千円

46 10020305 大久保東小学校校舎改築事業 143,748 106,193 37,555 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保東小学校の全面改築工事を行う。
①基本設計及び実施設計
[継続費]245,817千円(令和5年度～令和7年度（3ヵ年）)
　設計業務委託　令和5年度61,945千円、令和6年度106,193千円、令和7年度77,679千円
②校舎改築工事（第１期工事）
［新規継続費設定］全面改築（建替え）工事及び工事監理委託4,725,733千円（令和7年度～令和10年度（4ヵ年））
　　令和7年度　47,938千円　　令和8年度　374,682千円　　令和9年度　1,958,308千円　令和10年度　2,344,805千円
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47 10020306 鷺沼小学校建設事業 209,410 113,897 95,513 教育総務課

鷺沼特定土地区画整理事業のまちびらきに係る、鷺沼小学校建設工事の実施に伴い、基本設計・実施設計を行う。
①基本設計及び実施設計
[継続費] 412,379千円（令和6年度～令和8年度（3ヵ年））
　　令和6年度　101,214千円　　令和7年度　202,437千円　　令和8年度　108,728千円
②都市再生整備計画策定委託
［継続費］7,953千円（令和6年度～令和7年度（2ヵ年））
　　令和6年度　4,474千円　　令和7年度　3,479千円

48 10020307 小学校長寿命化改修事業 1,185,419 1,832,184 △ 646,765 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、老朽化した学校施設の長寿命化を実施する。令和7年度は屋敷小学校の工事、藤崎小学校の設計を
行う。
①屋敷小学校
[継続費] 2,044,639千円(令和5年度～令和7年度（3ヵ年）)
　　長寿命化改修工事及び工事監理業務委託
　　令和5年度　205,901千円　　令和6年度　1,073,330千円　　令和7年度　765,408千円
②藤崎小学校
[新規継続費設定]71,181千円(令和7年度～令和9年度（3ヵ年）)
　　設計業務委託　令和7年度　17,083千円　　令和8年度　25,625千円　　令和9年度　28,473千円

49 10020396 小学校大規模改造事業 194,135 0 194,135 教育総務課
習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、老朽化した学校施設の大規模改修を実施する。令和7年度は袖ケ浦東小学校の工事を行う。
【新規】谷津南小学校及び屋敷小学校プール解体設計業務委託（11,011千円）

50 10030102 中学校運営費 236,271 198,784 37,487 教育総務課

中学校7校の学校運営費。
※R7.5.1見込;学級数：135学級、生徒数：4,022人　　（R6.5.1現在：学級数：137学級、生徒数：4,047人）
【拡充】保護者が購入している学習教材及び一部の学校徴収金について公費で負担することで、保護者の経済的負担を軽減する。（3,734千円）
【新規】電話機通話録音機能付与設定委託（2,619千円）

51 10030103 中学校施設管理事業 26,893 21,455 5,438 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
【新規】プール清掃委託（1,705千円）

52 10030104 中学校備品特別整備事業 5,798 776 5,022 教育総務課
学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
・教材備品　2,998千円
・管理備品　2,800千円

53 10030201
要保護・準要保護生徒援助費及び
特別支援教育就学奨励費

58,738 52,773 5,965 学務課

経済的な事由により、就学困難な生徒に対し、学用品費等の扶助を行う。
　要保護受給生徒数　　　　　　　　 　　　　 令和6年度： 38人⇒令和7年度：  34人
　準要保護受給生徒数　　　　　　　　　　　 令和6年度：281人⇒令和7年度：  282人
　特別支援教育就学奨励費受給生徒数　 令和6年度：　81人⇒令和7年度：  81人
　新入学学用品費対象生徒数　　　　　　　令和6年度：106人⇒令和7年度：  105人

54 10030202 中学校教育指導事業 28,254 891 27,363 指導課
教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。令和7年度は4年に一度の
中学校教科書改訂の年であるため、増額している。
【拡充】教育用教科書・指導書（+26,518千円）

55 10030203 中学校パソコン推進事業 173,813 50,876 122,937 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を
目指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【新規】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末の更新に係るリース費用等を計上する。（137,504千円）

56 10030301 中学校施設改善整備事業 115,041 24,520 90,521 教育総務課

学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行
う。
【新規】中学校校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事設計委託（27,079千円）

57 10030302 中学校空調整備事業 1,400,287 449,376 950,911 教育総務課

夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置
する。
【新規】第七中学校給食調理室空調機設置工事（4,862千円）
【新規】中学校体育館空調機設置工事（1,314,280千円）

58 10030303 第一中学校生徒増加対応事業 81,484 81,484 0 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童・生徒増加対応として、本校舎と一時校舎の併用を行う。
［債務負担行為］
　　令和5年度：61,112,700円（9ヶ月分）
　　令和6年度～令和14年度：733,352,400円（108ヶ月分）
　　総支払額：794,465,100円
　　令和7年度　81,483,600円　　令和6年度～令和14年度（各年度）　81,483,600円
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59 10030304 第二中学校校舎改築事業 558,631 2,282,086 △ 1,723,455 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき、老朽化した第二中学校の改築工事を行う。
・校舎改築工事及び工事監理委託
[継続費］4,545,719千円(令和4年度～令和7年度（4ヵ年）)
　令和4年度　　324,535千円
　令和5年度　1,521,503千円
　令和6年度　2,141,050千円
　令和7年度　　558,631千円

60 10030305 中学校長寿命化改修事業 66,393 1,951,457 △ 1,885,064 教育総務課

習志野市第2次学校施設再生計画に基づき老朽化した学校施設の長寿命化を実施する。令和7年度は第三中学校及び第六中学校の設計を行う。
①第三中学校
[新規継続費設定]84,799千円(令和7年度～令和9年度（3ヵ年）)
　　設計業務委託　令和7年度　20,351千円　　令和8年度　30,527千円　　令和9年度　33,921千円
②第六中学校
[新規継続費設定]93,302千円（令和7年度～令和9年度（3ヵ年））
　　設計業務委託　令和7年度　22,392千円　　令和8年度　33,588千円　　令和9年度　37,322千円

61 10040102 高等学校総務事務費 10,516 9,426 1,090 習志野高校 関係機関等との連携や教職員の専門性の向上を図るとともに校外生徒指導の充実を図る。

62 10040103 部活動出場奨励費 7,804 4,500 3,304 習志野高校
県代表として全国及び関東大会に出場する部活動に対し、大会参加費や出場に要する旅費を支給する。
【拡充】全国大会・関東大会奨励金経常的経費不足分（+3,304千円）

63 10040201 高等学校管理運営費 94,620 104,740 △ 10,120 習志野高校

習志野高校の施設・設備の管理及び運営に関する経費。
※R7.5.1現在見込　全日制；学級数：24学級、生徒数： 956人
〔参考〕R6.5.1現在　全日制；学級数：24学級、生徒数：945人
【新規】学校徴収金管理をシステム化することにより、業務の効率化を図る。（3,166千円）

64 10040202 スクールカウンセラー配置事業 2,024 2,024 0 習志野高校 学校の教育相談活動全般を支援するために、スクールカウンセラーを1名配置する。

65 10040301 高等学校教育振興費 58,269 39,793 18,476 習志野高校
習志野高校の教育振興に関する経費。教育用コンピュータ賃借料、教材消耗品、図書購入費等。
【新規】ICT教育の充実のために大型提示装置を購入する。（6,400千円）

66 10040302 高等学校振興備品特別整備事業 394 902 △ 508 習志野高校 授業で使用する理科教育に必要な備品購入費。

67 10040401 高等学校施設整備事業 277,938 186,021 91,917 習志野高校
施設の老朽化等への対応を行い、生徒の安全を確保するとともに、教育環境の改善を図る。
【新規】学校施設のLED化するための設計を行う。（8,228千円）
【新規】体育館空調設備設置工事を行う。（228,360千円）

68 10050102 幼稚園運営保育費 16,307 19,214 △ 2,907 こども保育課
市立幼稚園3園に対する運営保育費。
※R7.5.1現在見込：学級数：6学級、園児数：76人（R6.5.1現在：学級数10学級、園児数：74人）

69 10050103 幼稚園教育推進事業 918 839 79 こども保育課 幼稚園教職員が各種研修会等に参加し、資質の向上を図る。

70 10050104 幼稚園施設管理事業 71,750 12,693 59,057 こども政策課
幼稚園園舎等の施設について、維持管理に係る各種点検業務委託、修繕工事等を行う。
【新規】谷津幼稚園屋上防水改修工事（15,257千円）、津田沼幼稚園屋上防水改修工事（24,926千円）
【新規】各幼稚園遊戯室等への旧藤崎保育所空調機移設費用（21,955千円）

71 10050105 幼稚園空調整備事業 1,139 5,129 △ 3,990 こども政策課

屋敷幼稚園に賃貸借契約により設置した空調設備を継続的に運用する。
[債務負担行為]平成30年度～令和14年度
　賃貸借期間：令和元年7月～令和14年6月（156ヶ月）
　設置室数：3室

72 10060102 社会教育委員費 309 291 18 社会教育課
社会教育全般に関する計画の立案等に対し、審査、助言をいただく、社会教育委員の報酬・報償等の諸経費。
令和7年度は会議を3回開催予定。

73 10060103 社会教育総務事務費 869 857 12 社会教育課 社会教育行政に係る総務的経費。

74 10060104 社会教育施設等運営費 4,760 4,590 170 社会教育課 秋津とんぼスペース等及びコミュニティルーム（秋津小）の管理運営にかかる諸経費。

75 10060105 生涯学習推進事業 3,060 1,374 1,686 社会教育課
市全体で取り組む生涯学習活動を推進し、市民カレッジの実施を通じて生涯学習のまちづくりを目指す。
PTA連絡協議会に対して補助を行うことにより、生涯学習の推進を図る。
「習志野かるた」の増刷を行う。
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76 10060106
文化スポーツ振興財団運営費等
補助事業

96,397 89,670 6,727 社会教育課
（生涯スポーツ課）

公益財団法人習志野市文化スポーツ振興財団に対して人件費の補助を行う。

77 10060201 文化財審議会費 84 84 0 社会教育課 文化財の保存･活用・調査等に係る事項に関して審議する文化財審議会委員の報酬及び旅費。

78 10060202 市史編さん委員会費 68 35 33 社会教育課 市史編さん事業に係る事項に関して調査審議する市史編さん委員会委員の報酬及び旅費。

79 10060203 文化振興事務費 6,050 2,035 4,015 社会教育課
文化振興事務等に係る一般事務経費。
【新規】千葉交響楽団によるフルオーケストラ鑑賞会や施設訪問コンサート等、習志野文化ホールで行っていた市民の文化芸術に触れる機会を提
供する事業をアウトリーチにて実施する。

80 10060204 旧大沢家住宅等維持管理費 4,965 22,305 △ 17,340 社会教育課 千葉県指定有形文化財「旧大沢家住宅」及び旧木曽王滝森林鉄道車両の維持管理経費。

81 10060205 旧鴇田家住宅維持管理費 18,311 10,046 8,265 社会教育課
千葉県指定有形文化財「旧鴇田家住宅」の維持管理経費。
茅葺屋根の改修工事に向け、令和7年度は旧鴇田家住宅茅葺屋根改修工事設計業務委託費（3,025千円）を計上。
また、放水銃設備配管用バルブ修繕委託費（6,646千円）を計上。

82 10060206 埋蔵文化財管理費 1,836 1,832 4 社会教育課
埋蔵文化財保護業務（開発に伴う事前相談確認業務・発掘及び整理作業・文化財保存活用業務）に係る埋蔵文化財保護行政推進、埋蔵文化財調
査室の維持管理のための経費。

83 10060207 埋蔵文化財調査事業費 3,028 2,051 977 社会教育課 埋蔵文化財保護を目的とした埋蔵文化財調査（発掘作業・整理作業等）に係る事業費。

84 10060208
習志野市芸術文化協会
活動助成費

3,817 5,663 △ 1,846 社会教育課
習志野市芸術文化協会の活動（芸術祭、市民文化祭、市展、第九演奏会等）への助成を行い、芸術文化の充実・発展を図る。（事業費2,832千円、
事務費985千円）

85 10060209 習志野文化ホール管理費 12,970 94,900 △ 81,930 社会教育課
閉館した習志野文化ホールの、建物解体までの維持管理等について、令和７年度に市長事務部局へ移管する予定であるが、ホール内に残ってい
る備品類等の処分について撤去・廃棄するもの。

86 10060210 市史調査事務費 2,018 4,227 △ 2,209 社会教育課

市史調査、市史関係資料の収集・保存、市史作成のための経費。
令和7年度は令和6年度より着手している「新版習志野－その今と昔」（令和版）の印刷製本（1,056千円）に係る経費を計上。
また、完成品を関係各所に送付するための郵送料（108千円）を計上。
市史を分野別にまとめた短編集「市史研究」の第4号の印刷製本（300千円）にかかる費用を計上。

87 10060302 公民館運営審議会費 132 132 0 中央公民館 公民館における方針、事業、施設提供等の運営について調査、審議を行う公民館運営審議会に係る委員報酬。

88 10060303 公民館講座費 2,063 2,063 0 中央公民館 多様な学習と利用機会の提供を図ることを目的とした各種講座等の開催経費。

89 10060304 公民館管理運営費 167,732 150,244 17,488 中央公民館
公民館の運営・維持管理に伴う経費及び事務費。4公民館（実花・袖ケ浦・谷津・新習志野公民館）の指定管理に伴う指定管理料。
【新規】多様化する生活スタイルへの対応や市民の学習機会の公平化のため、公民館主催講座・事業の申込みにシステムを導入。（14,952千円）

90 10060305 公民館施設整備事業 119,338 6,083 113,255 中央公民館
公民館の施設整備・改修・修繕に係る経費。
【新規】新習志野公民館　キュービクル更新工事設計委託（2,552千円）、谷津公民館　高圧設備更新工事（23,727千円） 　他

91 10060402 図書館管理運営事業 145,617 145,881 △ 264 中央図書館 図書館の管理運営・活動事業（中央図書館以外の3図書館指定管理料を含む）に係る経費。

92 10060403 図書館資料整備事業 28,036 28,939 △ 903 中央図書館
市民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、図書館資料の収集・整備を行う。
【新規】東習志野、新習志野、谷津図書館の児童図書について、子どもの図書館利用の促進を図るため、予約や貸出しの多いシリーズの既刊分を
購入する。（935千円）

93 10060404 電子図書館運営事業 748 748 0 中央図書館 指定管理者が行う電子図書館サービスにおいて、より新鮮で魅力的な電子書籍を提供するための商用電子書籍利用料。

94 10060501 青少年センター運営協議会費 73 73 0 青少年センター 青少年センターの運営について、指導・助言するための青少年センター運営協議会の委員報酬。

95 10060502 青少年センター運営費 575 687 △ 112 青少年センター
青少年の非行防止と健全育成のための「少年の日」ポスター展や健全育成標語展などの啓発活動、関係各機関との連絡・調整を図るための
経費。

96 10060503 青少年相談指導事業 3,308 3,196 112 青少年センター 青少年や保護者に対して、青少年補導委員等による街頭補導活動等を実施して青少年の健全育成を推進する。

97 10060504 青少年問題協議会費 103 103 0 社会教育課 青少年健全育成を全市的な立場で推進するため、各機関、団体等の代表委員により構成する青少年問題協議会の委員報酬。
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98 10060505 青少年健全育成事業 3,310 3,776 △ 466 社会教育課
青少年にさまざまな体験活動の機会を提供することによって、青少年の健全な育成を推進すると共に、各団体との情報交換を図り、
指導者の資質向上を図ることを目的とする。

99 10060506 二十歳の門出式事務費 5,967 5,591 376 社会教育課
二十歳の門出を祝うための事業。式典、祝う集いを開催する。
【新規】バスを借り上げ、式典及び祝う集いにて演奏する習志野高校吹奏楽部を会場である幕張メッセまで輸送する。（348千円）

100 10060507 放課後子供教室事業 191,204 140,292 50,912 社会教育課

就学児童を対象に、放課後等の安全・安心な子どもの居場所づくりとして実施する「放課後子供教室」の運営経費及び開設準備経費。
令和6年度までの開設校　大久保東小学校・東習志野小学校・秋津小学校・袖ケ浦西小学校・袖ケ浦東小学校・藤崎小学校・屋敷小学校・実花小
学校・向山小学校・香澄小学校、鷺沼小学校
【拡充】令和7年度津田沼小学校・大久保小学校・谷津南小学校に新規開設及び令和8年度に向けて実籾小学校への開設準備を行う。（49,059千
円）

101 10060508 地域学校協働活動推進員事務費 1,170 1,180 △ 10 社会教育課
家庭・地域・学校が連携、協力しながら行う「地域とともにある学校づくり」を推進するため、各学校で実施される地域学校協働活動の支援を行う経
費。

102 10060602 少年自然の家管理運営費 40,491 35,630 4,861 鹿野山少年自然の家
鹿野山少年自然の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。
【新規】2階3階4階ドライヤー電源工事（2,760千円）

103 10060603 鹿野山セカンドスクール事業 32,855 26,627 6,228 指導課
市立小学校4～6年生を対象とした鹿野山セカンドスクールの委託バスの配車を行う。
令和7年度は、車両運行委託料に有料道路通行料を含めて計上。また、2泊3日の宿泊におけるバスの配車台数を計上。
※バスの配車台数は、260台を予定（令和6年度は、230台）。

104 10060702 青年の家管理運営費 15,901 15,963 △ 62 富士吉田青年の家 富士吉田青年の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。

105 10060703 青年の家長寿命化改修事業 309,951 13,926 296,025 富士吉田青年の家
令和7年度から8年度に富士吉田青年の家の長寿命化改修工事を実施する。
令和7年度は第1期工事293,898千円、令和8年度に第2期工事を予定。

106 10060801 生涯学習複合施設管理運営費 217,184 206,875 10,309 社会教育課
生涯学習複合施設の維持管理・運営及び施設整備費分割払いのサービス対価に係る経費等。
防犯カメラの設置及びサービス対価の人件費分等の増額。

107 10070102 保健体育安全課事務費 2,864 2,992 △ 128 保健体育安全課 学校給食及び学校保健の円滑な運営を図るための事務費。食育の推進を図るための会議の開催や調理従事者の健康管理のための費用等。

108 10070103 児童・生徒・教職員健康管理費 79,408 76,941 2,467 保健体育安全課
児童・生徒・教職員の健康診断及び健康管理を行うための費用。
【新規】職員数49人以下の学校に勤務する長時間勤務職員への産業医面談(600千円)、メンタル不調職員復帰に係る嘱託精神科医への報酬及び
保険料(190千円)

109 10070104 学校体育推進事業 5,019 3,754 1,265 保健体育安全課
小・中学校の学校体育の推進を図る。また、市内小・中学校の児童・生徒の健康増進と各競技技術の向上を目指すことを目的として、習志野市小
中学校体育連盟が開催する小中学校体育大会などに対して補助する。
【新規】県における心のバリアフリー教育推進事業に基づき、1校を地域拠点校を選定し、バリアフリー教育関係事業推進。（70千円）

110 10070105 運動部活動支援事業 15,156 1,483 13,673 保健体育安全課

専門的な指導力を備えた地域指導者を、地域部活動指導員として各中学校に派遣し、教員に代わって部活動の指導を行い、生徒の運動技能の向
上を目指し、部活動の活性化を図る。
【拡充】令和６年度に検証事業として実施した第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第七中学校に加え、新たに第五中学校男子バ
レーボール部、第六中学校卓球部に地域部活動指導員を配置する。（+483千円）、それに伴う保険料（+4千円）
【新規】地域部活動指導者と生徒をつなぐ運営連絡システム（198千円）
【新規】市内の陸上部が合同で活動する体制を整備する。（1,666千円）
【新規】検証事業として7校7部活動の運営を民間事業者に委託する。（10,256千円）

111 10070106 市立小中学校給食費無償化事業 75,449 68,273 7,176 保健体育安全課
第3子以降の児童生徒の学校給食費を補助（無償化）することで、多子世帯の子育てに対する経済的負担軽減を図る。
【補助対象予定人数】　約1,100人　【補助対象期間】令和7年4月～令和8年3月

112 10070201 スポーツ推進審議会 180 181 △ 1 生涯スポーツ課 スポーツ推進審議会を年3回開催することに伴う委員報酬及び費用弁償。

113 10070202 社会体育事務費 2,094 2,502 △ 408 生涯スポーツ課 社会体育推進事業に係る事務費。

114 10070203 スポーツ推進委員活動事業 2,524 2,577 △ 53 生涯スポーツ課
スポーツ推進委員に係る報酬及び費用弁償。また、スポーツ活動を奨励するため、全市民を対象とした年間5回のスポーツ奨励大会の開催に係る
委託費。
※令和6年10月1日現在のスポーツ推進委員数：53人

115 10070204 市民スポーツ指導員活動事業 1,996 1,270 726 生涯スポーツ課
地域スポーツ活動の推進を図るため、市内16地区で年間各2事業以上のスポーツ活動の実施を市民スポーツ指導員連絡協議会に委託する。
また、資質向上を図るため研修会を実施する。※令和6年10月1日現在の市民スポーツ指導員数：223人
R7年度は3年毎に実施している新たな指導員を委嘱するための養成講座を市民スポーツ指導員連絡協議会に委託する。

116 10070205 学校体育施設開放事業 14,680 14,922 △ 242 生涯スポーツ課
市内16小学校の体育館・校庭を土曜日・日曜日・休日の午前午後を一般開放するとともに、土曜夜間の体育館開放を行う。
また、夏休み期間中に小学校のプール開放を行う。
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117 10070206
習志野市スポーツ協会活動費
補助事業

9,656 9,656 0 生涯スポーツ課 習志野市スポーツ協会が主催する市民総合体育大会等の活動事業に対して補助を行う。

118 10070207 スポーツ活動奨励金交付事業 1,000 1,000 0 生涯スポーツ課 学校教育以外のスポーツ大会(世界・全国・関東)に千葉県の代表として出場する個人及び団体に対し奨励金を交付する。

119 10070301 体育施設管理運営費 189,710 186,452 3,258 生涯スポーツ課
スポーツ9施設及びその他3施設の管理運営等に係る経費。
令和7年度は指定管理料（169,847千円）、その他施設管理委託費（9,705千円） 他を計上。

120 10070302 体育施設整備事業 643,439 20,906 622,533 生涯スポーツ課
スポーツ施設の改修等に係る調査や整備に係る経費。
【新規】秋津サッカー場グラウンド人工芝化設備工事（449,955千円）、秋津サッカー場2階東側観覧者用便所改修工事（46,244千円）他
【債務負担行為】袖ケ浦体育館空調設備設置工事（123,640千円）

121 10070303
スポーツ施設予約システム
運営事業

1,275 1,275 0 生涯スポーツ課
自宅のパソコンや携帯電話でインターネットを介して施設の予約を行うことのできるシステム（千葉県電子自治体共同運営協議会参加団体が
共同利用する公共施設予約システム）の運用経費。

122 10070402 給食センター管理事務費 43,560 3,792 39,768 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校の園児、児童及び教職員を対象とした学校給食の健全運営を
行うための経費。
【新規】栄養管理システム改修（給食費改定に対応）（484千円）・（第一中学校仕様に対応）（3,218千円）・アカウント追加（425千円）・
学びの多様化学校給食配送（1,411千円）
【新規】備品購入　第一中学校受け入れ（34,100千円） ・ 学びの多様化学校給食備品（300千円）

123 10070403 給食センター賄材料費 361,096 325,835 35,261 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校の園児、児童及び教職員を対象とした学校給食の賄材料費。
※対象人数5,525人で、1,013,296食分（令和6年度は対象人数5,747人で、1,047,922食分）
（臨時的経費として計上した幼稚園無償化の実施に伴う給食費免除対象者7人1,253食分除く）
【新規】賄材料費物価高騰分　（47,189千円）

124 10070404
給食センター施設整備・維持管理
運営事業

397,949 397,931 18 学校給食センター

PFI事業として、施設整備、開業準備、維持管理・運営業務を一括して民間事業者に委託しており、そのサービス対価を支払う。
債務負担行為を設定済。（平成29年度～令和15年度）
令和7年度は、施設整備及び維持管理運営業務のサービス対価として、施設整備に係る対価（46,700千円）、
維持管理運営に係る対価（351,231千円）を計上している。

125 10070502 単独校給食運営費 48,360 33,412 14,948 保健体育安全課 学校給食単独校における児童、生徒及び教職員を対象とした学校給食を行うための経費。

126 10070503 単独校給食調理業務委託事業 314,643 294,187 20,456 保健体育安全課
実籾小学校、谷津小学校、香澄小学校、秋津小学校、津田沼小学校（津田沼幼稚園）及び中学校7校の学校給食の調理業務委託を行うための経
費。
令和6年度は更新校の委託料全額（118,381千円）を臨時的経費として計上。（更新校：実籾小、谷津小、秋津小、二中）

127 10070504 単独校給食賄材料費 602,160 516,749 85,411 保健体育安全課
学校給食単独校（市立幼稚園1園、小学校7校、中学校7校）の園児、児童、生徒及び教職員の賄材料費。
※対象人数　8,582人で、1,547,687食分　（令和6年度予算は、対象人数 8,527人で、1,529,550食分）
（臨時的経費として計上した幼稚園無償化の実施に伴う給食費免除対象者2人356食分除く）

128 10070505 大久保小学校給食備品整備事業 0 82,624 △ 82,624 保健体育安全課
大久保小学校の校舎全面改築事業に伴い、新たに整備される給食室の備品を整備する。
【新規】大久保小学校校舎建て替えによる新給食室移行に伴う費用。（4,194千円）

129 10070506 第二中学校給食備品整備事業 0 74,773 △ 74,773 保健体育安全課
第二中学校の校舎全面改築事業に伴い、新たに整備される給食室の備品を整備する。
【新規】第二中学校校舎建て替えによる新給食室移行に伴う費用。（3,955千円）

130 10070507
【新規】第一中学校給食室改修工
事事業

19,000 0 19,000 保健体育安全課
第一中学校の生徒増に対応し、引き続き自校方式を維持するための、給食室改修工事実施設計費用。
【新規】基本設計委託（可能性調査）5,000千円(概算)、実施設計委託  14,000千円(概算)

13,479,868 13,961,086 -481,218合　　　　　　　　計
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協 議 第 ３ 号 

 

（仮称）習志野市こども計画（案）について 

 

 

（仮称）習志野市こども計画（案）について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和６年１１月２０日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



１．計画の位置づけ・計画期間 
 こども・若者施策及び少子化対策を総合的に推進するため、こども基本法に基づく「市町村こども計画」として、「子ども・子育て支援 

事業計画」「子ども・若者計画」「少子化対策」などを包含することで、より総合的・一体的な計画として策定します。 

 

【計画期間】 

令和２年度 
(2020) 

～ 令和６年度 
(2024) 

令和７年度 
(2025) ～ 

令和１１年度 
(2029) 

習志野市子ども・子育て 
支援事業計画 

習志野市こども計画 

 

２．基本理念・基本視点・基本目標《施策体系》 
 

 

 

 

 

 

基本方針 基本施策 

こども・若者が自分を大切にして 

生きられる環境の充実 
①こども・若者の権利擁護の推進 

②こども・若者の自立に向けた支援の充実 

③こども・若者にやさしい都市環境の充実 

④多様性を認め合うまちづくりの充実 

こどもが健やかでたくましく成長できる

教育・保育環境の充実 
①教育・保育の環境整備の推進 

②教育・保育活動などの充実 

 

 

基本方針 基本施策 

安心して妊娠・出産・育児ができる 

切れ目ない支援の充実 
①こどもと親の健康支援の推進 

②子育て家庭に対する相談支援の充実 

③特別な配慮が必要なこどもに対する支援の充実 

④子育てに希望を持てる支援の充実 

すべての家庭が安心して子育てができる

環境の充実 
①多様なニーズに応える保育サービスの推進 

②子育て家庭の経済的支援の充実 

③家庭教育の支援の充実 

 

 

基本方針 基本施策 

地域における子育ち・子育て支援拠点の

充実 
①地域におけるこども・若者の居場所づくりの推進 

②地域における子育て家庭の拠点づくりの充実 

地域における多様なネットワークの活用

と充実 
①世代間交流の充実 

②地域の人材を活かす活動の充実 

③地域・企業における次世代支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）習志野市こども計画（令和７年度～令和１１年度）（案）の概要 

３．重点施策 
前計画からの課題や本計画の策定にあたり実施したニーズ調査等を踏まえ、次の重点施策を設定し、取り組みます。 

※各重点施策には、計画の実施状況の把握・点検のため、成果目標及び取り組み目標を設定 

基本視点 重点施策 事業の概要 

１．自律力 こども・若者の権利擁

護の推進 
●いじめの未然防止、解消に向け、生徒指導体制の充実を図り、メール相談やアンケート等による

相談しやすい環境づくりや早期発見・早期対応に努めます。 

●虐待等の予防、早期発見と対策を図るため、「こども家庭センター」において、母子保健機能と

児童福祉機能の一体的な支援を実施します。また、支援が必要な家庭に応じたサポートプラン

を作成し、関係機関と連携しながら、継続的な支援を行います。 

●ヤングケアラーがいる家庭を早期に把握し、必要とする支援につなげることができるよう、継続

的な広報・啓発活動を行い、認知度向上に努めます。また、対象家庭には、必要に応じて家庭を

訪問し、家事・育児等の支援を行うことで、不安や負担を軽減します。 

教育・保育の環境整備

の推進 
●保育施設の整備により待機児童を解消し、今後の開発に伴う保育需要の増加に対しては、既

存施設を活用しつつ、適切な施設整備を行います。また、働きやすい環境の整備等により保育

人材を確保し、こどもを安心して育てることができる環境整備を図ります。 

●放課後児童会への小学校４年生以上の入会希望の増加等に対応するため、引き続き必要な

環境整備を進め、待機児童ゼロを維持します。また、放課後児童支援員等の確保と安定的な運

営を図るため、計画的に業務委託を実施します。 

●学校施設の大規模改修等を計画的に実施し、安全で潤いのある教育環境の整備を図ります。

また、こども達の切実なニーズに応えるため、学校体育館等へ空調を設置します。 

２．家庭力 こどもと親の健康支援

の推進 
●妊娠届出時の面接、妊娠８か月の相談支援、こんにちは赤ちゃん事業、産後ケア事業、健康相

談等で身近な相談機会を提供し、妊娠中から就学までの切れ目ない支援を行います。 

●妊婦健診等により安全で安心な出産を支援するとともに、乳幼児期の健康診査では、こどもの

発育・発達状況を確認して、課題や不安の早期発見、相談支援を行います。また、５歳児健診を

新たに実施し、就学を見据えた適切な相談支援につなげます。 

●成長・発達に不安があるこどもとその家庭に対して、気持ちに寄り添い、不安軽減につながる相

談支援を行うとともに、必要に応じて個別支援計画を作成し、乳幼児期から学齢期に向けて一

貫した継続的なサポートを実施します。 

多様なニーズに応える

保育サービスの推進 
●「こども誰でも通園制度」を開始し、育児負担等の軽減と、すべてのこどもが多様な人・環境と

関わる機会等を提供します。 

●一時保育の利用枠を拡大するとともに、市立施設における LINE予約を推進することで利用者

の利便性を向上し、使いやすい保育サービスを提供します。 

●ファミリー・サポート・センター事業において、育児・家事支援等の多様なメニューの提供に加

え、提供会員の確保や手続きの改善に取り組み、使いやすさの向上を図ります。 

３．地域力 地域におけるこども・

若者の居場所づくりの

推進 

●放課後子供教室未設置校への設置を推進し、全市立小学校にて実施します。また、全校で放

課後児童会との校内交流型で実施するとともに、高学年を含め、幅広い児童から選択される居

場所を目指します。 

●他の公共施設においても、こども・若者の居場所となりうるスペースの充実を図り、遊び場や学

習の場などを提供していきます。 

●子ども食堂活動のさらなる活性化に向けた連携や運営支援を行い、地域の力によるこどもの

居場所づくりを推進します。 

 

基本理念 

こども・若者が、権利や個性を尊重されながら、未来を見つめたくましく生きるまち 

こども・若者の健やかな成長をみんなのやさしさで支えるまち 習志野 

家庭が、喜びや生きがいを感じながら子育てできるまち 

地域社会が、こども・若者や家庭をやさしく見守り支えるまち 

自律力 

家庭力 

地域力 

基本視点・基本目標 

重点
施策

４．教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業 
本計画に包含する「子ども・子育て支援事業計画」では、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の「必要量」及び「確保方策」を定める必要があることから、本計画では、次の事業に係るニーズ調査等で把握した「必要

量」に対応する「確保方策」を設定し、計画期間において適切なサービスの供給体制が確保されるよう取り組みます。 

区分 事業名 

教育・保育 教育（1号認定） 保育（２号・3号認定）  
    

地域子ども・

子育て支援

事業 

延長保育事業 放課後児童健全育成事業（放課後児童会） 地域子育て支援拠点事業（こどもセンター等） 

一時預かり事業 利用者支援事業 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業 病児保育事業 

ファミリー・サポート・センター事業 妊婦健康診査事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

多様な事業者の参入促進・能力活用事業 産後ケア事業 子育て世帯訪問支援事業 

児童育成支援拠点事業 親子関係形成支援事業 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園事業） 

 

重点
施策

重点
施策

重点
施策

重点
施策

令和６年教育委員会第１１回定例会資料 














































































































































































































































































































































































































